
他人間の民事訴訟に対する第三者の関わりにおける

正当化事由と民事訴訟の役割
＊

―Maintenance/champertyに関するイングランド判例の現代的展開から―（１）

� 橋 脩 一

「・・・法的救済を得るための費用が現在の状態にある限り，そうした救済を求

めるという目的は，他のすべてから独立にそれ自体で，いかなる者またはすべて

の人につき，得られるのであればいかなる条件であっても，お金を借りることを

認めるのに十分な理由となるであろう１。（Jeremy Bentham, “Maintenance and
Champerty”より）」
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＊本稿は，早稲田大学イギリス法研究会及び東北大学民事訴訟法研究会での報告をも

とに執筆したものである。それぞれの研究会を主宰された中村民雄教授，坂田宏教

授，そして研究会でさまざまなご質問・ご助言を下さった先生方に，この場をお借

りして御礼申しあげる。また，熊本大学法学部の森大輔准教授・池田康弘准教授に

は構想段階からご助言頂いたことに感謝申しあげる。もちろん，本稿にある誤りは

筆者自身の責任である。

１ Jeremy Bentham, Letter XII : Maintenance and Champerty, in Defense of Usury at

128（1787）.
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�．今後の課題
�．おわりに

�．はじめに

民事訴訟は，原告と被告という当事者間で争われるものである２。紛争

を抱えた両当事者が，自らの名前で自らの権利につき自らのために行うの

が本来の姿である３。では，他人がそうした紛争や訴訟に関与しようとす

ることは認められないのだろうか。本稿では，他人間の民事訴訟に対する

第三者の関わりに関する規律に焦点を当てる。

Ａ．問題提起

我が国には，他人間の訴訟に第三者が関与することを規制する法として

信託法１０条がある。同条は「信託は，訴訟行為をさせることを主たる目的

としてすることができない」と規定している。いわゆる「訴訟信託」の禁

止である４。これが実際にどのような規制なのか，２０１７年に福岡高裁で下

された判決を例に具体的な場面について見てみよう５。

１．事案

本件で原告 Xは，自らが運転する妻 A所有の自動車と被告 Y１所有・

運転の自動車との交通事故，及び自らが運転する知人 B所有の自動車と

被告 Y２所有・運転の自動車との交通事故に関し，A・Bそれぞれに生じ

２ Max Radin, Maintenance By Champerty, 24 Cal. L. Rev. 48 at 48（1935）.

３ Cf. Comcast Corp v Behrend , 569 U.S. 27 at 33（2013）（quoting Califano v

Yamasaki , 442 U.S. 682 at 700―01（1979））（「訴訟は，個別の名前があげられた当

事者のみにより，そしてその者のためにのみ遂行される，というのが通常のルー

ル」であると述べている）．
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た物的損害につき A・Bから委託を受け，Y１及び Y２に対する損害賠償

請求訴訟を提起した。なお，この訴訟にあたり Xは，訴訟提起時より訴

訟代理人として弁護士を選任していた。

これに対し，被告側から Xの当事者適格に関する異議が申し立てられ

た。そのため Xは訴訟係属中に，A・Bから本件事故に関する損害賠償請

求権の債権譲渡を受けた。自らが加入する自動車保険の弁護士費用特約を

使うために，Xは A・Bから委託を受け，さらに債権譲渡を受けるに至っ

たと，裁判所は認定している。

福岡高裁（上告審）は，Y１及び Y２の過失を認定した一方で，結論と

して原告の請求を棄却した。本件 A・Bから Xに対してなされた債権譲渡

は無効だ，というのがその理由であった：「上記各所有者が原告とならず，

４ 新井誠『信託法（第４版）』１７９―１８２頁（有斐閣２０１４年）．信託の場合，譲渡人（受

益者の場合）に利益を付与する必要があるが，債権譲渡の場合，譲渡人に対して利

益を返還したりする必要はない。Cf. Restatement（Second）of Trusts § 15（1959）

（“Chose in action”（see infra note 172）が譲渡（assign）された場合，「譲渡人（as-

signor）は譲受人（assignee）のための受託者にはならない」としている。そして，

たとえば，chose in actionの受託者は受益者のためにそれを執行し，得た利益を受

益者に支払う義務を負う一方で，譲渡人は譲受人に対し，譲受人が chose in action

を執行するのを妨げないといった消極的義務を負うのみで，何らの積極的な義務も

負わないなど，信託と譲渡の違いにつき説明している）；Sprint Communication Co

v APCC Services, Inc 554 U.S. 269 at 287（2008）（被告から賠償金を得ることを目

的として多くの人から請求権の譲渡を受けて訴訟を行う者が，訴訟の結果得たお金

をどうするかは重要な問題ではないと指摘している）．このような違いはあるもの

の，日本ではこの条文は信託の場合だけでなく，債権譲渡の場合にも適用になると

される（参考：米倉明『債権譲渡』１０７頁（学陽書房１９７６年）；堀野出「訴訟信託

禁止規定と隣接諸制度」『現代民事手続の法理―上野𣳾男先生古希祝賀論文集』８１
頁（弘文堂２０１７年））。実際に，以下に掲げる福岡高裁判決では，この条文を根拠

に債権譲渡が無効と判断された。

５ 福岡高判平成２９年２月１６日判タ１４３７号１０５頁．本判決の評釈として，棚橋洋平「弁

護士費用特約利用のための提訴・債権譲渡と訴訟信託の禁止」新・判例解説Watch

◇民事訴訟法 No．９０，LEX/DB 文献番号２５５４６３６７（２０１７年）がある。
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上告人が原告となって訴訟を提起した理由は，上告人が加入する自動車保

険の弁護士費用特約を使うためであったというのであり，上告人への債権

譲渡は，上告人を原告にして訴訟を行わせることを目的として行われたも

のであるから，信託法１０条により禁止されている訴訟信託にあたり無効と

言わざるをえ［ない］６」。

２．訴訟信託の禁止とその理由

信託法が訴訟信託を禁止する理由については，他人の権利に関して訴訟

行為をなすことが許されない場合につき，信託のスキームを利用してそれ

を回避することを禁止するためだとされる７。具体的に禁止される場合と

しては，㋐非弁護士が弁護士代理の原則に反して他人のための訴訟行為を

なす場合，㋑非弁護士が弁護士法第７２条に違反して法律事務を業として取

り扱う場合，そして㋒他人間の法的紛争に介入し司法機関を利用しつつ不

当な利益を追求すると見られる場合，があげられている８。

しかしながら，上記理由の㋐と㋑については，少なくとも弁護士が代理

している限りにおいて，採用することのできない理由付けである。実際に

上記福岡高裁判決も，「上告人は，本件訴訟提起時から弁護士である上告

人訴訟代理人に委任して訴訟行為を行わせているから，弁護士代理の原則

（民訴法５４条１項）を潜脱するものではない９」と指摘している。本件の債

６ 福岡高判平成２９年２月１６日判タ１４３７号１０５頁，１０７頁。

７ 道垣内弘人編『条解 信託法』６１頁（大村敦志執筆部分）（弘文堂２０１７年）（「本

条は，本来は行うことができない訴訟行為を，信託を利用することによって，行う

ことを認めないことを定めるもの」とする）。

８ 日本弁護士連合会「現行信託法第１１条（訴訟信託の禁止）の改正についての意見

書」１―２頁（２００５年１月２１日）https : //www.nichibenren.or.jp/library/ja/opinion/

report/data/2005_12.pdf（最終確認日２０１９年１０月１２日）；新井，前掲註４，１８１―１８２

頁。

９ 福岡高判平成２９年２月１６日判タ１４３７号１０５頁，１０７頁。
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権譲渡は，弁護士費用特約を使うためになされたものであるから，むしろ

弁護士の代理を得るためになされたものとさえ言える。

そうであれば，本件で債権譲渡が無効とされた理由は，上記㋒となるは

ずである。つまり，他人間の法的紛争に対する不当な介入があったと評価

されたと解されるのである１０。けれども，一体なぜ弁護士特約を使うため

の債権譲渡は「不当」なのだろうか１１。これは必ずしも自明ではない。上

記福岡高裁判決はこの点について特段議論しておらず，一体どのような要

素を考慮した上で当該債権譲渡を「不当」と評価したのかは明らかでない１２。

３．他人間の法的紛争に対する不当な介入を規制するコモン・ロー上の

法理の存在：maintenance/champerty

現在の信託法１０条は，旧信託法１１条の規定が改正後もそのまま維持され

た条文であるが１３，訴訟信託の禁止といったものは，旧信託法の母法にも

見られない規定だとも指摘されている１４。

そうはいわれるものの，訴訟信託と同様の場面を規制する法理は，信託

１０ 道垣内弘人『信託法』５０頁（有斐閣２０１７年）（信託法１０条により禁止される訴訟

信託は，弁護士代理の原則の趣旨に反する場合や，非弁活動一般を含む他人の紛争

への不当な介入となる場合に限られるとしている）；神田秀樹・折原誠『信託法講

義』３７頁（弘文堂２０１４年）（信託法１０条の訴訟信託の禁止について，「他人間の法

的紛争に介入し，司法機関を利用しつつ不当な利益を追求する行為を信託の形式を

利用して行うことを防止するため」としている）；村松秀樹他著『概説 新信託法』

（きんざい２００８年）（同旨）。

１１ 訴訟行為を行わせることが主たる目的である信託であっても，正当な理由がある

ものについては，反公序良俗性等に鑑みた個別判断により同条の適用を排除するこ

とができるとの説もあり，この場合には当不当性の判断が問題となる。寺本振透『解

説 新信託法』２０頁（弘文堂２００７年）。

１２ 少なくとも本件で福岡高裁は，被告側の過失を認めており（福岡高判平成２９年２

月１６日判タ１４３７号１０５頁，１０７頁），債権譲渡の問題を別とすれば，「根拠のない訴

訟」というわけではなかったと言える。

１３ 道垣内編，前掲註７，６１頁。
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の母国であるイングランドにも見られる。コモン・ローにおいても古くか

ら，他人間の法的紛争に不当に介入することを禁止する法理が存在してき

た。Maintenanceそして champertyと呼ばれるその法理は，イングランド

では中世以来存在し，現在もコモン・ロー諸国に広く影響を残している１５。

Ｂ．研究構想と本稿の位置づけ

こうしたコモン・ローにおけるmaintenance/champerty法理から，他

人間の民事訴訟に対する第三者の関与のあり方について検討するのが，本

研究である。

１．研究構想：３つのプロジェクト

本研究が明らかとしようとする事柄には３つある。Maintenance/cham-

perty法理に関する議論を考察することから，�どのような場面が他人間

の民事訴訟に対する「介入」として想定されるのか。そしてその場合の当

不当性を評価する際の考慮要素（�正当化根拠及び�不当とされる要素）

１４ 四宮和夫『信託法［新版］』１４２頁（有斐閣１９８９年）（旧信託法の母法に関して同

書２頁は，インド信託法及びカリフォルニア民法を範としながら，イギリスの判例

・学説にも依拠したとしている）。

１５ E.g., Jasminka Kalajdzic, Peter Cashman & Alana Longmoore, Justice for Profit : A

Comparative Analysis of Australian, Canadian and U.S. Third Party Litigation Fund-

ing, 61 Am. J. Comp. L. 94（2013）; Rachael Hulheron & Peter Cashman, Third

Party Funding : A Changing Landscape 27（3）C.J.Q. 3112（2008）. オーストラリ

ア：Jeffery & Katauskas Pty Ltd v SST Consulting Pty Ltd［2009］HCA 43 at paras

25―26 ; David Capper, Maintenance and Champerty in Australia − Litigation in Sup-

port of Funding! 26 C.J.Q. 288（2007）；カナダ：Dugal v Manulife Financial Corp .,

105 O.R.（3d）364 at para 18（2011）；アメリカ：Saladini v Righellis, 426 Mass.

231 at 233―234（Mass. 1997）; Jayme Herschkopf, Third-Party Litigation Finance

（Fed. Jud. Ctr. 2017）; Maya Steinitz, Whose Claim Is This Anyway − Third Party

Litigation Funding, 95 Minn. L. Rev. 1268（2011）; Anthony J. Sebok, The Inauthen-

tic Claim , 64 Vand. L. Rev. 61（2011）.
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には，一体どのような事柄があるのか，という点につき明らかにしようと

するものである１６。

２．本稿での課題

その中でも本稿は，maintenance/champerty法理の母国であるイングラ

ンドの判例の，特に近年の展開に着目することから，上記�について考察

を行うものである。

Maintenance/champertyについては，我が国でもしばしば言及されてき

た。特に近年，第三者による訴訟資金提供（third party funding）がコモ

ン・ロー諸国を中心に隆盛を見せるなか，その仕組みは我が国でも注目を

集め，それについての論攷が数多く出されている１７。その中で，maintenance

/champertyについても触れられている場合は多い。

しかしながら，それらはmaintenance/champertyについて断片的に取

り上げている場合がほとんどであり，我が国で同法理の現代的な展開につ

き正面から包括的に検討している研究は見当たらない。そこで本稿では，

maintenance/champertyに関する現代的な展開について，イングランドの

代表的な判例を中心に，同法理が（特に裁判官達によって）どのように考

えられてきたのか，そしてそうした認識の背景にはどのような民事訴訟に

対する考え方があるのかについて考察する。

１６ なお，�については，その予備的な考察をすでに口頭にて報告している。Shuichi

Takahashi, “Assignment of Tort Claims and the Purpose of Litigation on Torts”, 5th

Tokyo-Cambridge Law and Humanities Seminar 2018, University of Cambridge, UK

（27th August 2018）. そこでの報告を踏まえ，この点に関しても今後論文の形にま

とめていければと考えている。

１７ たとえば，木南敦「アメリカ合衆国における第三者訴訟融資の動向について」『法

学論叢』１８２巻４・５・６号，１―２４頁（２０１８）。
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３．本稿の流れ

以下，本稿は次のような順序で記述する。�では，maintenance/cham-

perty法理に関する現代の判例を理解する前提として，イングランドにお

ける同法理の歴史的経緯について概観する。同法理はイングランドの中世

封建社会を前提に登場したものであり，有力者による訴訟の濫用という問

題から，第三者による訴訟支援を制約する法理として生まれた。しかし，

司法制度が確立するとともに，同法理は縮小していく。それでも，合意の

有効性を評価する公序良俗として，現在も生き続けている。

同法理は現在，Ａ．弁護士費用の成功報酬制度，Ｂ．「訴訟する権利」の

譲渡，Ｃ．第三者による訴訟費用提供という３つの分野でその影響を残し

ている。�では，第三者の関与を制約する同法理に対し，どのような事由

がそうした第三者の関与を正当化する事由として捉えられているのか，上

記３つの分野の現代におけるリーディング・ケースから探る。こうしたイ

ングランド判例におけるmaintenance/champerty法理の展開からは，上

記�の点につき，「正義へのアクセス（access to justice）」という視点が

重要な位置を占めていることが明らかとなる。

�では，こうした判例の検討を踏まえ，同法理に関するイングランド判

例の展開において「正義へのアクセス」がどのような意味で捉えられてい

るのか，そしてその背後にはどのような民事訴訟の役割に関する認識があ

るのか考察を行う。Maintenance/champerty法理に関する判例の展開にお

いて「正義へのアクセス」が正当化事由とされるようになった背景には，

優先する価値として，根拠のある権利を実現するということがあった。「正

義へのアクセス」は，現代の複雑な訴訟システムを前提に，法的代理を得

た上で訴訟を提起し，自らが有する権利を実現することを意味していた。

その中で民事訴訟には，弱者の権利を実現する場として，単に当事者間の

紛争を解決するのではない公的な意義が認識されるようになっているので

あった。
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�．では，今後の課題をまとめる。上で述べたように，本稿は３つの研

究プロジェクトのうちの１つに関するものに過ぎない。残り２つの問題，

そして日本法への示唆が，本稿が今後に残した課題である。

�．法理の概要と歴史的経緯

本章では，maintenance/champertyについて，それがどういった法理で

あると定義されてきたのかを簡単に見た上で，同法理の起源から２０世紀中

期に至るまでの歴史的な展開を概観する１８。

Ａ．法理の定義

『英米法辞典』を引くと，“maintenance” は「訴訟幇助」と訳されてい

る１９。これは，関係のない他人間の紛争に対し，当事者に支援を与えて紛

争を焚き付けることとされてきた。古くは Edward Cokeが「コモン・ロー

上の権利（common right）を妨害したり阻害したりする目的で，争いや

紛争の片側に対する世話を焼いたり，支えたり，支援したりすることを意

味する」と定義している２０。また，William Blackstoneも「訴訟を遂行し

たり防御したりするために，金銭そのほかをもって，どちらかの当事者を

支援したり援助したりすることによる，その人に全く関係しない訴訟への

１８ ここでは，同法理に関する歴史的な判決の分析で有名とされる（Trendtex Trading

Corp v Credit Suisse［1980］QB 629（CA）at 664（per Oliver LJ）; Giles v Thompson

［1993］3 All ER 321（CA）at 328（per Steyn LJ））Martell判決の Danckwerts裁判

官の意見（Martell v Consett Iron Co Ltd［1955］Ch 363（ChD）），および Neuberger

最高裁長官（当時）が Gray’s Inn（法曹学院）で行った講演資料（Lord Neuberger,

From Barretry, Maintenance and Champerty to Litigation Funding（8 May 2013））を

中心にまとめる。

１９ 田中英夫編集代表『英米法辞典』５３５頁（東京大学出版会１９９１年）。

２０ Co. Litt. 368b. 特に，裁判所における紛争の支援は，制定法により厳しい罰則が

定められてきたとしている。
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厄介な介入（officious intermeddling）」と定義している２１。それは「争い

（strife）や闘争（contention）を存続させ，法による救済過程を抑圧の手

段（engine）へとゆがめてしまう」ものとして，「公的正義（public jus-

tice）に対する侵害」としている２２。

こうしたmaintenanceの定義は，１９世紀以降の判決にも見いだされる。

１８４３年の判決では「訴訟や紛争を焚きつける目的で，そうする権利のない

訴訟の提起や防御を，他者に不適切にけしかける場合」としている２３。そ

して２０世紀に入っても，１９６２年の判決で Denning記録長官は「今日main-

tenanceは，正当な理由なく，他者に対して請求を提起したり防御したり

するための援助を与えることにより，不適切に訴訟や紛争を焚きつけるこ

とと定義されうるだろう」と述べている２４。

かつては，他者の訴訟を支援するためにお金を貸したり，友情などから

訴訟費用の救援をしたりした人はもちろんのこと２５，召喚状なしに証拠を

提供した人もmaintenanceにあたるとされた２６。

一方の “champerty” は「利益配分約束付きの訴訟肩替り」と訳されて

いる２７。これは，“campi-partitio” から来る言葉で２８，maintenanceの（特に

２１ See 4 William Blackstone, Commentaries on the Laws of England at 134（1769）.

２２ See ibid.

２３ Findon v. Parker（1843）11 M. & W. 675 at 682（per Lord Abinger）.

２４ In re Trepca Mines Ltd（No 2）［1963］Ch 199（CA）at 219 (per Lord Denning

MR）.

２５ Master v. Miller ,［1791］4 T.R. 320 at 340（per Buller J）.

２６ British Cash and Parcel Conveyors Ltd v Lamson Store Service Co Ltd［1908］1 KB

1006 at 1013（per Fletcher Moulton LJ）; Trendtex Trading Corp v Credit Suisse

［1980］QB 629（CA）at 663（per Oliver LJ）; see also 9 William Holdsworth, A His-

tory of English Law at 182（3rd ed. 1944）.

２７ 田中編，前掲註１９，１３５頁。

２８ In re Trepca Mines Ltd（No 2）［1963］Ch 199（CA）at 219（per Lord Denning

MR）.
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ひどい形態の：particularly obnoxious form）一種とされる２９。当事者との

間で，勝訴した場合には，それで得た土地その他を分割することを約し，

その当事者の訴訟を第三者が自らの費用で行うことを指していた３０。

Ｂ．歴史的展開

Maintenance/champertyは，中世のイングランド封建社会を背景とした

法理とされる。時代が進むにつれ，そうした中世的な理由付けが時代遅れ

になると，次第に同法理の例外とされる場面が増大し，その適用範囲は限

定されてきた。

１．法理の歴史的起源

（�）起源：中世イングランド封建社会

Maintenanceや champertyの起源は，古代ギリシアやローマに遡るとも

言われる３１。しかしながら，イングランドにおけるその起源については，

もはやわからないとも言われるが３２，中世の封建時代に遡るとされるのが

一般的である３３。

同法理はコモン・ローであるとされるが，数々の古い法律によっても認

められてきたものである３４。既に１２７５年の法律が，国王の官吏が自らまた

２９ Wallersteiner v Moir（No 2）［1975］QB 373（CA）at 393（per Lord Denning

MR）; Trendtex Trading Corp v Credit Suisse［1980］QB 629（CA）at 654（per Lord

Denning MR）;［1980］QB 629 at 664（per Oliver LJ）.

３０ See Blackstone, supra note 21, at 134―35（1769）.

３１ Campbells Cash and Carry Pty Ltd v Fostif Pty Ltd［2006］HCA 41 at 24（Austra-

lia）.

３２ Giles v Thompson［1994］1 AC 142（HL）at 153（per Lord Mustill）.

３３ Giles v Thompson［1993］All ER 321（CA）at 328 ; Neuberger, supra note 18 at

paras 17―24.

３４ See 3 William Holdsworth, A History of English Law at 396―400（5th ed. 1942）; 5

William Holdsworth, A History of English Law at 201―203（3rd ed. 1945）.
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は他者を通じ，国王裁判所に係属する土地等に関する訴訟などを，その一

部や利益を得る目的で支援することを禁じていた３５。その後も，多くの法

律によってこうした行為は禁じられてきた３６。

（�）中世的理由：「貴族の剣」から訴訟手続の高潔性を守るための法理３７

こうした法律が制定された理由としては，有力者による訴訟の濫用が

あった３８。中世の封建社会では，封建領主間の争いは決闘によって解決さ

れていたが，次第にその代わりとして訴訟が行われるようになった３９。そ

の中で領主達は，相手方を脅したり問題を焚きつけたりするために，根拠

のない請求を援助するようになったのである４０。

当時にあっては，有力者がその力を背景として，訴訟に影響力を行使す

ることができたとされる。そのため有力者は，国王の官吏や証人を買収し

たり抱き込んだりするなどして，相手方当事者を抑圧する手段として訴訟

を使ったのである４１。勝訴した時の分け前を条件に，根拠のない請求を譲

り受け，自らの費用で訴訟を行い，その成果を譲り渡した者と分け合うと

いうことが行われたのであった４２。つまり，有力者による資力の乏しい被

３５ 3 Edw. I. c. 25（cited in Neville v London “Express” Newspaper Ltd［1919］AC 368

（HL）at 407―08（per Lord Shaw）.

３６［1919］AC 368 (HL）at 426―27（per Lord Phillimore）（こうした古い法律につい

て列挙している：3 Edw. I. cc. 25, 28 ; 20 Edw. I. Ordinance concerning conspira-

tors ; 28 Edw. I. c. 11 ; 1 Edw. III. St. 2, c. 14 ; 4 Edw. III. C. 11 ; 1 Rich. II. C. 4 ;

7 Rich. II. C. 15 ; 32 Hen. VIII. C. 9）.

３７ Neuberger, supra note 18, at para 25.

３８［1919］AC 368（HL）at 427（per Lord Phillimore）; Trendtex Trading Corp v

Credit Suisse［1980］QB 629（CA）at 663（per Oliver LJ）.

３９ 3 William Holdsworth, A History of English Law at 394―395（5th ed. 1942）.

４０ See Neuberger, supra note 18, at para 18.

４１ See Bentham, supra note 1, at 122.

４２ 特に，土地所有に関する請求で行われたという。Giles v Thompson［1993］3 All

ER 321（CA）at 328（per Steyn LJ）.
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告を抑圧するための手段として，訴訟が使われたのである４３。

こうした濫用から訴訟システムを保護する法理としてmaintenance/

champertyは発展した４４。第三者による訴訟支援を禁ずる法理が形成され

た背景には，有力者による訴訟の濫用に抵抗する力を持たない４５，当時の

未熟な司法制度の影響があったのである４６。

２．中世的理由付けに対する批判

けれども，時代が１９世紀に近づき，独立した司法制度が確立してくるに

つれ，こうした理由付けには説得力がなくなる。「なぜ裁判官は，貴族の

剣を恐れる必要があるのだろうか？４７」

１７９７年のWallis判決で Loughborough裁判官は４８，同法理について次の

ように述べている：

４３ Giles v Thompson［1994］1 AC 142（HL）at 153（per Lord Mustill）.

４４ See Neuberger, supra note 18, at para 19.

４５［1994］1 AC 142（HL）at 153（per Lord Mustill）.

４６ Steyn裁判官は，こうした濫用の原因として，当時の民事司法制度の�独立性の
欠如と，�訴訟過程の濫用を明らかとしそれに対して効果的な矯正を与える制度の
未成熟さ，をあげている。Giles v Thompson［1993］3 All ER 321（CA）at 328.

４７ Bentham, supra note 1, at 122―123.

４８ Wallis v. Duke of Portland , 3 Ves. Jun. 495（1797）（原告は，国会議員選挙で敗北

した候補の弁護士であった。原告はその候補のために選挙に関する申し立てを行い，

ある現職議員は本来議席を有さず同候補が議席を有するはずだと主張した。大法官

府での手続が行われ，結論として同候補が勝った。そこで原告は，当該候補の名前

で行ったその申し立ては被告の指示によるものであり被告が費用を支払うべきだと

して，被告に対しエクイティ上の訴えを提起した。しかし，被告は支払いを拒否し，

さらに，被告が大法官府の手続によって原告に対する開示（discovery）をするよ

う強制されない限り，原告はコモン・ロー上の訴訟で勝訴し得ないと主張した。こ

のエクイティ上の訴えに対し，被告が妨訴抗弁を申し立て，それが大法官によって

支持されたので，貴族院への上訴が認められた事例である（Neville v London “Ex-

press” Newspaper Ltd［1919］AC 368（HL）at 431（per Lord Phillimore））。主に，そ

うした取引はコモン・ロー上maintenanceにあたるとして，開示請求は効果を持ち

得ないため，公序良俗を理由に妨訴抗弁が認められた）．
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「・・maintenanceは法定犯（malum prohibitum）４９ではなく自然犯（malum in
se）５０である。いかなる種類の訴訟の遂行も，支援してはならない。すべての人
は，自らの足（bottom）そして自らの費用で，訴訟を提起しなければならな
い５１。」

しかしながら，なぜ訴訟当事者は誰の支援も得てはならず，自分の力で

のみ訴訟を遂行しなければならないのだろうか。こうした点からmainte-

nance/champertyに対する批判を展開したのが，Jeremy Benthamである５２。

彼は，１７８７年に書いた手紙の中で，同法理につき次のように批判してい

る：

「実際に，富者は貧者に対して正義の独占（monopoly of justice）をしている。そ
うした独占こそが，こうした規制［maintenance/champerty］の直接で必然の効
果なのである５３。」

こうした批判から，次第に別の理由付けが指摘されるようになる５４。そ

れが，訴訟の増大の防止というものであった。１８９５年に下された Alabaster

判決で Esher記録長官は５５，同法理が過去に有していた意味につき次のよ

うに述べている：

「訴訟が失敗したときにその結果に責任を負わない者によって訴訟がけしかけら

４９ 法定犯とは「本来的に道徳上非難に値する行為ではないが，制定法または判例法

により禁止されるにいたった犯罪」とされる。田中編，前掲註１９，５３６頁．

５０ 自然犯は「道徳的に非難に値する犯罪行為。通常は，コモン・ロー上の犯罪で，

生命・身体に危険な犯罪をいう」とされる。同上，５３６―３７頁。

５１ 3 Ves. Jun. 495 at 502（1797）.

５２ See Neuberger, supra note 18, at paras 26 &30―31.

５３ Bentham, supra note 1, at 123.

５４ See Neuberger, supra note 18, at para 29.
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れ支援されるならば，公共の利益に害となる形で訴訟が増加するかもしれないと

考えられてきたようである５６。」

先に述べたように，同法理は，当初は司法制度の保護がその根拠であっ

た。しかし，次第に訴訟の増加を防ぐことが根拠と考えられるようになっ

たのである。つまり，利害を有する当事者が訴訟を提起せずに被害を黙認

しようとしているのに，そうした寛容さを部外者が邪魔をすべきではない

というのである。いわば「寝る子は起こすな」という理由付けに転換して

いったのである５７。

しかしながら，Esher記録長官は上で引用した部分に続けて，こうした

考えに対して次のような否定的評価をしている：

「（Wallis判決の Loughborough裁判官などが議論していた）maintenance法理は，
正悪や自然的正義に関する一般原理というよりも，公序良俗に関する考慮に基づ

いたもののように見える。問題となっている特定の法を除けば，他者の訴訟を援

助することに必ずしも悪いことがあるとは私には思えない。」

３．法理の例外

こういった疑問の中で，裁判官は次第にmaintenance/champertyの例

５５ Alabaster v Harness［1895］1 QB 339（CA）（被告は，ある治療機器の販売に関心

を有していた。当該機器について肯定的なレポートを出していたある専門家が，原

告の新聞で批判された。そのため被告は，その専門家に対し，原告に対する名誉毀

損（libel）訴訟を提起するよう焚き付けたが，その名誉毀損訴訟はうまくいかな

かった。原告は，名誉毀損訴訟に関する訴訟費用を十分に得ることができなかった

ので，maintenanceに関する訴訟を被告に対して提起したというのが本件である。

控訴院は，被告は名誉毀損訴訟において当該専門家と「共通の利害」を有していな

かったとして，maintenanceにあたると判示した。（Martell v Consett Iron Co Ltd

［1955］Ch 363（ChD）at 378（per Danckwerts J））.

５６［1895］1 QB 339（CA）at 342（per Lord Esher, MR）.

５７ See A. H. Dennis, The Law of Maintenance and Champerty, 6 L.Q.R. 169 at 173

（1890）.

他人間の民事訴訟に対する第三者の関わりにおける正当化事由と民事訴訟の役割 39



外を作り出し，それを拡大していった５８。Alabaster判決で Esher記録長官

は次のようにも述べている：

「法は早い段階から，当該ルールの最大限の厳格さを緩めることを黙認してきた。

そうでなければmaintenanceとなったであろう他者の訴訟に対する介入につき，
正当化事由を構成するとして，特定の場合につき具体的に許容してきた５９。」

こうした例外的場面として，「共通の利害（common interest）」という

ものがあげられる。１８８３年の Braudlaugh判決で Coleridge裁判官は６０，支

援者と被支援者の間に「共通の利害」がある場合には，さもなければmain-

tenanceとされる行為であっても，それは正当化されると指摘している６１。

そして，そうした「共通の利害」が存在する具体的な例として，使用者・

被用者間での支援や，相続人や近親者に対する支援，賃借人に対する賃貸

人の支援，援助がなければ自らの権利を主張することのできない貧者に対

５８ Neville v London “Express” Newspaper Ltd［1919］AC 368（HL）at 427（per Lord

Phillimore）（法律の文言は一般的または絶対的なものであったけれども，裁判官は

コモン・ローを解釈して，例外を生み出していったと指摘している）．

５９［1895］1 QB 339（CA）at 342（per Lord Esher MR）.

６０ Bradlaugh v Newdegate（1883）11 QBD 1（原告は国会議員として投票を行ったが，

必要とされる宣誓を行っていなかった。被告もまた国会議員であったが，上記原告

の件に関し，一般人で制裁金訴訟を提起する者（common informer）を得，制裁金

（penalty）を求める訴訟を提起させた。なお，その訴訟が始まった後，被告は当該

訴訟の費用につき，当該 common informerに補償を与えていた。しかし貴族院は，

関連する規定によっても当該 common informerが制裁金を求める訴訟を提起する

ことはできないと判断したため，その訴訟は失敗に終わった。原告は，無資力の当

該 common informerから訴訟費用を回収することができなかったので，被告に対

してmaintenanceに関する訴訟を提起したというのが本件である。（Martell v Con-

sett Iron Co Ltd［1955］Ch 363（ChD）at 377 (per Danckwerts J）））.

６１（1883）11 QBD 1 at 11（per Lord Coleridge CJ）（ただし，当該事案については，

制裁金に関する訴訟の結果につき，本件被告と common informerの間には「共通

の利害」はなかったとして，maintenanceが成り立つとした。Martell v Consett Iron

Co Ltd［1955］Ch 363（ChD）at 377（per Danckwerts J））.
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するチャリティや，同情に基づく富者による支援などがあげられてきた６２。

４．例外のさらなる拡大による原則と例外の転換

こうした例外は時代を経るにつれ，さらに拡大していく。火災保険（fire

insurance）や海上保険（marine insurance），家族保険（family insurance）

といった各種保険のように，第三者の訴訟費用を補償する契約が認められ

るようになった６３。さらにはWorkmen’s Compensation Actのもとでの労

働保険のように，他者の訴訟を支援する仕組みも構築されていった６４。

１９０８年の British Cash判決で Fletcher Moulton裁判官は６５，こうした例

外の増大から，もはや何がmaintenanceなのか，定義することが難しく

なっている現状を指摘した６６。たとえば，召喚状なしに証拠を提出するこ

とは，古い時代には認められていなかったが，今では市民の義務のように

さえ考えられている６７。以前の公序良俗においては認められていなかった

６２（1883）11 QBD 1 at 11（per Lord Coleridge CJ）; Thai Trading Co v Taylor

［1998］QB 781 at 786―787（CA）（per Millett LJ）.

６３ British Cash and Parcel Conveyors Ltd v Lamson Store Service Co Ltd［1908］1 KB

1006 at 1012（per Cozens-Hardy MR）; ［1908］1 KB 1006 at 1014―1015（per

Fletcher Moulton LJ）.

６４［1908］1 KB 1006 at 1012（per Cozens-Hardy MR）.

６５ British Cash and Parcel Conveyors Ltd v Lamson Store Service Co Ltd［1908］1 KB

1006（CA）（原告は，自らの機器の使用に関し，被告の以前の顧客ら（２人の顧客

と，錯誤によって原告と契約したと主張している３人目の顧客）と契約を結んだ。

原告の機器が満足のいくものではなかったため，当該顧客らは被告に改めて乗り換

え，契約するに至った。そして被告は，原告によって当該顧客らに対して提起され

た訴訟につき，顧客らに訴訟費用の補償を行った。こうした訴訟費用の補償につき，

原告が被告による違法なmaintenanceであると主張したのが本件である。控訴院は，

被告が顧客らと費用補償する契約を結んだことは，被告の商業的利益を擁護する正

当な行為であり，maintenanceにはあたらないと判示した。（Martell v Consett Iron

Co Ltd［1955］Ch 363（ChD）at 383―84（per Danckwerts J）））.

６６［1908］1 KB 1006 at 1013.

６７［1908］1 KB 1006 at 1013.
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ことが，現在の公序良俗観のもとで可能になっており，現在のmaintenance

法理は，過去の法の「遺物（remnant）」をどうにかして現代の公序良俗

観にあわせようと苦心するものとなっている。しかし，そうして生み出さ

れた「例外」は論理的に組み立てられているわけでもなく，これまで認め

られてきた例外がすべてともいえない状況となってしまっているというの

であった６８。

そこで Fletcher Moulton裁判官は，maintenanceに何があたるのかを具

体的に示すことを放棄し，maintenanceは「正当な理由なく利害関係を有

しない他人間の訴訟に不当に介入すること」という，より一般的な定義を

掲げ，それに基づいてmaintenance該当性を判断することを主張した６９。

しかし，それでも同裁判官は，何がmaintenanceなのかを述べるよりも，

何がmaintenanceではないのかを述べる方が，遙かに簡単だということを

認めていた７０。

５．改革前夜：法律扶助の登場

戦後も，こうした例外のさらなる拡大が指摘された。１９５４年に下された

Baker判決で７１，�損害保険や，�労働組合による組合員の法的費用補助

などが認められている現状が指摘された７２。そして戦後の大きな変化とし

６８［1908］1 KB 1006 at 1013―1014.

６９［1908］1 KB 1006 at 1014.

７０［1908］1 KB 1006 at 1014.

７１ Baker v Jones［1954］1 WLR 1005（QBD）（連合王国のウェイトリフティング協

会において，内部の対立から，同協会のメンバーに対し，２つの名誉毀損訴訟（li-

bel）が提起された。協会側は被告にソリシタ費用を支出する決定をしたが，そう

した目的で協会の資金を使用するのは不適切だとして争われたのが本件である。裁

判所は，協会にはそうした目的で資金を利用する権限はないとしたが，もし権限が

あったとしても，そのような目的での資金の利用は，被告との間に「共通の利害」

がないため，maintenanceにあたり違法であるとした）．

７２［1954］1 WLR 1005 at 1011（per Lynskey J）.
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て，�法律扶助に関する法律の制定が指摘されている７３。福祉国家化の中

で，１９４５年に出された Rushcliffe委員会のレポートは，民事における法的

支援に着目し，資源をあまり有しない訴訟当事者に対して，民間セクター

の弁護士を提供することを提案した。このレポートを受け，Legal Aid and

Advice Actが１９４９年に制定され，民事法律扶助に関する仕組みが１９５０年に

は実現するに至ったのであった７４。このように，公的な仕組みとしても，

他人間の訴訟に対する支援を行う枠組みが成立したのであった。

また，１９５５年のMartell判決で Danckwerts裁判官も７５，maintenance/

champerty法理の例外として，法律扶助に関する法律を指摘した７６。そし

て，maintenance/champertyを取り巻く状況から，Danckwerts裁判官は

次のように述べている：

「抑圧に対処するために発展してきた法理が，抑圧のための道具となることは許

されない。裕福でない者が力のある相手方に対峙するために，団結したり支援を

受けたりするのが認められない場合には，そのようなことが起こってしまうに違

いないのである７７。」

このように Danckwerts裁判官は，以前の判例が示してきた時代遅れの

公序良俗観が現代の問題に対処する足かせになってはならないとの考えを

７３［1954］1 WLR 1005 at 1011.

７４ Sir Rupert Jackson, Review of Civil Litigation Costs : Preliminary Report Vol.1 at

143（2009）.

７５ Martell v Consett Iron Co Ltd［1955］Ch 363（ChD）（当該河川に沿岸権を有する

原告らは，製鉄所からの排水により漁場が汚染されたとして，被告会社を提訴。原

告らは，彼らが会員となっている河川保護を目的とする協会から費用補償の形で支

援を受けて提訴を行っていた。被告側は，そうした支援は協会と原告との間に十分

な「共通の利害」がないため，maintenanceにあたり違法であるとして，手続の停

止を主張した。Danckwerts裁判官は，原告は協会と「共通の利害」を有しており，

当該訴訟に対する支援は違法ではないと判示した）．

７６［1955］Ch 363 at 386.

７７［1955］Ch 363 at 386.
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示したのであった７８。こうした状況から，ついに立法による改革が行われ

ることになったのである。

Ｃ．立法による現代化：Criminal Act 1967

Maintenanceも champertyも，歴史的には犯罪とされ，不法行為である

ともされてきた７９。一方で，上述のように，時代に合わせて判例により例

外が生み出され，その適用範囲は狭められてきた８０。

こうした状況の中，法の近代化を目的として Law Commissions Act 1965

により設立された法律委員会（Law Commission）は，１９６６年にmaintenance

/champertyに関する提言を行った８１。そして，それに基づいて制定された

Criminal Law Act 1967により，犯罪および不法行為としての同法理は廃止

されるに至った８２。

１．犯罪・不法行為としてのmaintenance/champertyの廃止

同提言は，犯罪としてのそれを廃止する理由として，過去何年にもわ

たって訴追された記録がないことから，すでに死文化していることをあげ

た８３。

同様に不法行為としてのそれについても，既に形骸化している点を指摘

７８［1955］Ch 363 at 386―387（たとえば，特定の問題に関してそのコミュニティが

支援を行うことを違法とするならば，その法は誤りであり抑圧的であると述べてい

る）．

７９ Hill v Archbold［1968］1 Q.B. 686（CA）at 693（per Lord Denning MR）; 8 Sir

William Holdsworth, A History of English Law at 397（2nd ed. 1937）.

８０ Trendtex Trading Corp v Credit Suisse［1980］QB 629（CA）at 663（per Oliver LJ）.

８１ Law Commission, Proposals for Reform of the Law Relating to Maintenance and

Champerty（1966）.

８２ Giles v Thompson［1993］3 All ER 321（CA）at 329（per Steyn LJ）; R（Factor-

tame Ltd）v Secretary of State for Transport, Local Government and the Regions（No

8）［2002］EWCA Civ 932 at para 31（per Lord Phillips MR）.
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した。先に見たように，例外，つまりは正当化事由が拡大したために，不

法行為としてmaintenance/champertyを立証することはほとんど不可能

になっているというのであった８４。

また同提言は不法行為としてのmaintenanceを廃止する理由について，

既に多くの訴訟が他者の支援によってなされているという現実も指摘して

いる。同提言はそのような例として，３つを挙げる。１つ目は労働組合

（trade union）などの互助的な組織の存在である。こうした組織はその構

成員の訴訟追行に対し，金銭的な援助を行っている８５。

２つ目は，第三者責任保険（third party liability insurance）の存在であ

る８６。責任保険の下で，被保険者は自らの過失などによって生じた損害に

関する民事訴訟につき，そこで課される損害賠償や訴訟費用を保険者から

補償される。その場合，保険者によって訴訟手続が行われるのが通常であ

る。

そして３つ目は，公的な法律扶助（legal aid）の拡大である８７。１９４９年

の Legal Aid and Advice Actの制定以降，多くの民事訴訟が法律扶助に

よって支援を受けてなされている。

このように，多くの民事訴訟が，国家を含めその訴訟に直接的な利害を

有しない第三者の資源により支援されているという現実からも，同提言は

不法行為としてのmaintenance/champertyの廃止を提言したのであった８８。

２．契約の有効性に関する公序良俗としての存続

しかしながら同提言は，maintenance/champertyを完全に葬り去ったわ

８３ Law Commission, supra note 81, at para 7.

８４ Ibid . at paras 9―11.

８５ Ibid . at para 12.

８６ Ibid . at para 13.

８７ Ibid . at para 14.

８８ Ibid . at para 15.
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けではなかった。合意（agreement）の有効性に関し，同法理の適用の余

地を残した。

ここで問題とされたのが，ソリシタの報酬に関する合意であった８９。イ

ングランドでは，いわゆる弁護士の成功報酬合意（contingency fee agree-

ment）が，同法理を根拠として違法とされてきた９０。そのため同提言は，

成功報酬制度を認めるかどうかはとても大きな問題でありさらなる議論が

必要であるとして，現状維持との判断を行ったのである９１。こうしてmain-

tenance/champerty法理は，合意の有効性という文脈において，存続する

ことになった９２。

３．Criminal Law Act 1967

上記提言を受けて制定され，現在にも続く Criminal Law Act 1967の１４

節は，以下のように規定している：

Maintenance/champertyに関する民事的権利
（１）この節が発効する前に生じた訴訟原因が問題となっている場合を除き，い

かなる者も，イングランド及びウェールズの法の下，いかなる行為につい

ても，コモン・ローとして知られるmaintenanceまたは champertyである
との理由により，責任を課せられることはない。

（２）イングランド及びウェールズの法の下，maintenance及び champertyに関
する刑事的及び民事的責任が廃止されたことは，公序良俗（public policy）
に反する，またはさもなければ違法であるとされる契約（contract）の事案
についての，当該法に関するいかなるルールにも影響を与えるものではな

い。

８９ Ibid . at para 16.

９０ Ibid . at para 17.

９１ Ibid . at para 19.

９２ Ibid . at para 20 ; R（Factortame Ltd）v Secretary of State for Transport, Local Gov-

ernment and the Regions（No 8）［2002］EWCA Civ 932 at para 31（per Lord Phillips

MR）.
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Ｄ．現在の法理：現代のリーディング・ケースから

１９６７年の立法による改革後も，公序良俗（public policy）の問題として，

合意を無効とする事由としてのmaintenance/champerty法理は存続する

ことになった。では，現在の判例において，同法理はどのように定義され，

そしてどのように適用されているのだろうか。

本節では，１９９３年に控訴院で，そして１９９４年に貴族院でそれぞれ判決が

下された，Giles事件についてみる９３。貴族院判決のMustill裁判官の意見９４，

そしてそれがもっぱら肯定的に評価している控訴院判決の Steyn裁判官の

意見は，現在における同法理のリーディング・ケースとなっており，その

後の判決でもしばしば引用されている９５。２つの意見から，現在のmainte-

nance/champerty法理の定義およびその適用につき概観する。

１．事案の概要

この事案の発端は，被告の過失による交通事故であった。事故の被害者

が車両を修理している間，レンタカー会社が被害者に対して代車を提供，

その際レンタカー会社は，会社の費用およびソリシタを使い，被害者の名

において代車の費用に関して被告に請求を行い，被害者は被告から損害賠

９３ Giles v Thompson［1993］3 All ER 321（CA）; Giles v Thompson［1994］1 AC 142

（HL）.

９４ ほかの裁判官（Lord Keith, Lord Ackner, Lord Jauncey, Lord Lowry）も全員同調

している。

９５ E.g. Thai Trading Co v Taylor［1998］QB 781（CA）at 786（per Millett LJ）; R

（Factortame Ltd）v Secretary of State for Transport, Local Government and the Re-

gions（No 8）［2002］EWCA Civ 932 at paras 37―44（per Lord Phillips MR）; Sib-

thorpe v Southwark London Borough Council（Law Society intervening）［2011］

EWCA Civ 25 ;［2011］1 WLR 2111（CA）at paras 21―22（per Lord Neuberger

MR）; Simpson v Norfolk & Norwich University Hospital NHS Trust［2011］EWCA

Civ 1149 ;［2012］QB 640（CA）at paras 16―19（per Moore-Bick LJ）; Nick Rowles-

Davies, Third Party Litigation Funding at 27―28（2014）.
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償を得るまでは代車費用を支払う必要はないとの条件で代車を提供してい

た。つまり，代車費用の支払いが，当該被害者の被告に対する訴訟に条件

付けられていたのであった９６。そのため被告側は，当該代車のレンタル契

約はmaintenance/champertyであり執行不可能であるとの異議を申し立

てたのである。

本件で貴族院は，以下に示す法理を前提として，当該合意は champerty

には該当せず，有効と判断した。

２．定義

貴族院判決でMustill裁判官は，mainteanceについて次のような定義を

示した：

「自らに何らの利害もなく，そして当事者の一方に与えた援助に正当な事由や理

由が存在しない場合において，他者の紛争に対して不当にそして専横的に干渉す

ること（wanton and officious intermeddling with the disputes of others in where
the meddler has no interest whatever and where the assistance he renders to one
or the other party is without justification or excuse）９７。」

９６ こうした合意がなされた背景としては，一方の当事者にのみ責任がある自動車事

故について，車両の修理中などに当該車両を利用できなかった分の金銭的損失（代

車費用によって算出）が，通常請求されないという事情があった。こうした損害は

総合保険では賠償対象となっていなかったので，代位する保険会社がおらず，人身

損害があるなどして保険会社が出てこない限り，被害者は費用をかけてまで代車費

用を回収しようとはしなかったためである。こうした損害の存在に目を付けたレン

タカー会社が，確たる請求を有する被害者に，上述のような条件で車両を貸すこと

を始めた。そのようなスキームがなければなされなかったであろう請求が大量に発

生したため，加害者側の保険会社がこうした合意は champertyにあたると異議を

申し立てたのというのが，本件の背景にあった事情である。［1994］1 AC 142（HL）

at 154―155．

９７［1994］1 AC 142 at 161（quoting British Cash and Parcel Conveyors Ltd v Lamson

Store Service Co Ltd［1908］1 KB 1006 at 1014（per Fletcher Moulton LJ））.
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そして，そこに「戦利品の分割（division of spoils）」が加わったものを

champertyと定義した９８。つまり，何らの利害も有さない他人間の訴訟に

不当に介入することをmaintenanceとし，さらにそこに訴訟の成果の分割

を含むものを champertyとしたのである。

３．審査方法：一般的な法理による審査

では，不当な介入があったのかどうかをどのように判断するのか。

Mustill裁判官は，要件ごとに段階を踏んで審査することを否定し，問題

となっている取引を全体として捉えた上で，上記の一般的な定義（不当な

干渉があるか，そして支援を正当化するような事由がないか）に該当する

かどうかを判断すべきことを主張した９９。

（�）法理の目的に着目した個別事案ごとの審査

しかしながら，一体どのように当不当性を判断するのか。Mustill裁判

官は，こうした一般的な法理による審査で考慮すべき要素として，同法理

の目的をあげた。同法理は，公序良俗に関する法理として，�司法制度の

純潔性（the purity of justice）と�脆弱な訴訟当事者の利益（the interests

of vulnerable litigants）という２つを保護するために設定されたものであ

り，不当な介入があったのかどうかは，こうした目的に照らして審査すべ

きとしたのである１００。

９８［1994］1 AC 142 at 161.

９９［1994］1 AC 142 at 164.

１００［1994］1 AC 142 at 164. なお，Steyn裁判官は，こうした審査においては，個別

具体的な事件ごとに問題となっている合意の性格や状況に着目して審査を行うこと

の重要性を指摘している。そしてそこでは，問題となっている合意が実際に司法を

害したかどうかを審査するのではなく，あくまでも，その合意が司法を害するおそ

れ（tendency）を有するものであるのか否かを審査すべきだとした。［1993］ 3 All

ER 321 at 333.
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（�）法理の二つの目的の意味

ここでいう�司法制度の純潔性保護と�脆弱な当事者の保護という２つ

の目的は，それぞれ具体的にどのようなことが念頭に置かれていたのか。

�に関し Steyn裁判官は，先例を引用する形で，司法制度の完全性（integ-

rity）が害される場合を例示している。コモン・ローが champertyを違法

としてきたのは，他者の訴訟に介入する者が自らの利益のために，（ア）

損害賠償額をつり上げたり（to inflame damages），（イ）証拠の隠匿をは

かったり（to supress evidence），（ウ）証人に対する偽証を教唆したり（to

suborn witnesses）するよう誘惑されるのではないかと恐れたためだとい

うのである１０１。実際にMustill裁判官も，司法過程を害する恐れとして，

本件における証人や証拠（たとえば，医学的証拠）への影響，不必要な車

のレンタルによる損害額のつり上げといった主張を取り上げ，それらを否

定していた１０２。

また，�について，特にここでいう「脆弱な当事者」については，どの

ような当事者が念頭に置かれていたのか。�で示された司法の完全性を害

する例から見えてくるのは，それが，支援された当事者の相
�

手
�

方
�

当事者を

１０１［1993］3 All ER 321 at 331（quoting In re Trepca Mines Ltd（No 2）［1963］Ch

199（CA）at 219―20（per Lord Denning MR））（「コモン・ローが champertyを非難

する理由は，それが引き起こしうる濫用のせいである。コモン・ローは，利益の配

分を約束された幇助者（champertous maintainer）が，自らの個人的な利得のため

に，損害賠償額をつり上げ，証拠を隠匿し，証人に偽証をさせさえするよう誘惑さ

れるのではないかとおそれているのである。こうしたおそれは誇張されているかも

しれない。しかし，そうであろうとなかろうと，当該法は何世紀もの間 champerty

を違法と宣言してきたのであり，我々はその法を執行する以外にない」）；R（Factor-

tame Ltd）v Secretary of State for Transport, Local Government and the Regions（No

8）［2002］EWCA Civ 932 at para 36（per Lord Phillips MR）.

１０２［1994］1 AC 142 at 164―165（事実審裁判官は証人の行いを判断するのに十分な

能力を有しているし，代車費用についても相手方（被告側）保険会社はその相場を

知っているので，その額がつり上げられるといった心配は誇張に過ぎないと指摘し

ている）．
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意味しているということである。自らの利益のために他人間の訴訟に介入

する者が上記（ア）から（ウ）の３つの事柄を行った場合，その被害を受

けるのは，支援を受けた者ではなく，その相手方である。実際に Steyn裁

判官は，「champerty法理は，支援された当事者（the maintained party）

ではなく，その相手方当事者（たいていは被告であるが，原告の場合もあ

るかもしれない）を不正義から保護するために発展した」と言及している１０３。

つまり，支援を受けて訴訟を行う当事者ではなく，支援を受けた当事者に

対峙している相手方当事者が，専ら「脆弱な当事者」として認識されてい

たのである１０４。

（�）公序良俗としての法理：時代による変化の必要性

上述のように，maintenance/champerty法理の適用にあたっては，他人

間の訴訟に正当な理由なく不当な介入があったのかという一般的な形で定

義された法理に該当するかどうかを，同法理の２つの目的に照らしながら

判断することとされた。

しかし Giles判決は，こうした法理の目的も，常に一定の内容を意味す

るものではないと指摘した。Steyn裁判官は「maintenanceに関する法は，

公序良俗（public policy）の問題に依拠するものであり，公序良俗は固定

化した不変のものではない。公序良俗が何らかの意味を持つならば，それ

は時の経過によって変更可能な概念でなければならない」との先例を引用

している１０５。Mustill裁判官も Steyn裁判官の判示に肯定的な評価を示し，

１０３［1993］3 All ER 321 at 331.

１０４ R（Factortame Ltd）v Secretary of State for Transport, Local Government and the

Regions（No 8）［2002］EWCA Civ 932 at para 44（per Lord Phillips MR）（Mainte-

nance/champertyに関する公序良俗について，「司法の適正な運営，特
�

に
�

被
�

告
�

の
�

利
�

益
�

について，保護することに向けられている（強調付加）」と述べている）．

１０５［1993］3 All ER 321 at 332（quoting Hill v Archbold［１968］1 QB 686 at 697

（Danckwerts LJ））.
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同法理の適用にあたっては，それが公序良俗に関する法理であることに注

意して，時代の要請に応じて柔軟に変化させていく必要性があることを述

べていた１０６。

�．現代における具体的適用場面とそこでの考慮要素

これまで見てきたように，中世にその起源を有するとされるmainte-

nance/champerty法理は，判例によって徐々にその適用範囲を限定されて

きた。立法による改革も行われ，現在は同法理につき「寛容な態度（liberal

attitude）」が採られているとも指摘される１０７。

しかしながら，イングランドにおいて同法理は完全に消え去ったわけで

はない。現代においても，特に３つの分野において，同法理が問題となる

場合がある。その１つが，弁護士費用の成功報酬制度に関する文脈であり，

もう１つが「訴訟する権利」の譲渡に関する文脈である。この２つの文脈

については，Giles判決で Steyn裁判官が「結晶化した政策（crystalised pol-

icy）」とも評していた１０８。

また３つめの分野として，近年隆盛を見せている第三者による訴訟資金

提供（third party funding：TPF）に関しても，同法理が問題となること

がある１０９。

以下では，Ａ．弁護士費用の成功報酬制度，Ｂ．「訴訟する権利」の譲渡，

Ｃ．第三者による訴訟資金提供という３つの分野について，それぞれの文

１０６［1994］1 AC 142 at 164.

１０７［１993］3 All ER 321 at 332（quoting Trendtex Trading Corp v Credit Suisse

［1982］AC 679（HL）at 702（per Lord Roskill））.

１０８［1993］3 All ER 321 at 332（citing Trendtex Trading Corp v Credit Suisse［1980］

QB 629（CA）at 663（per Oliver LJ））.

１０９ たとえば，西理広「Third Party Funding（紛争解決費用の第三者提供）の仕組

みと国際潮流」ビジネス法務 No．１９，１１８頁（２０１９）。
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脈でmaintenance/champerty法理がどのように認識されているのか，リ

ーディング・ケースとなっている判例を中心に検討を行う。

これらの文脈で，同法理は依然として存続し続けているけれども，その

範囲はやはり限定される傾向にある。そしてそうした判断の背景には，「正

義へのアクセス」という共通した正当化事由の存在が見えてくる。

Ａ．弁護士費用の成功報酬制度（contingency fee）

Maintenance/champerty法理と弁護士費用の成功報酬制度は，伝統的に

とても関連が深い。先にも述べたように，弁護士費用の成功報酬制度は，

maintenance/champerty法理の現代化を図った法律委員会の提言において

も，合意の文脈において同法理を存続させる理由とされた１１０。また，Giles

判決においても，同法理による弁護士の成功報酬制度の禁止は「結晶化し

た政策」の１つとも呼ばれていた１１１。

ここでは，弁護士費用の「条件付き成功報酬制度」との関係でmainte-

nance/champerty法理が問題となった２０１１年の Sibthorpe事件の控訴院判

決を中心に，弁護士費用の成功報酬制度の文脈において，同法理がどのよ

うに認識され，それとの関係で成功報酬制度を正当化する要素としてどの

ような事柄が認識されているのか考察を行う１１２。

なお，弁護士報酬制度に関しては，ここで取り上げる Sibthorpe判決後

１１０ See supra note 89―92（Law Commission, supra note 81, at paras 16―20）.

１１１［1993］3 All ER 321 at 332（citing Trendtex Trading Corp v Credit Suisse［1980］

QB 629（CA）at 663（per Oliver LJ））.

１１２ Sibthorpe v Southwark London Borough Council（Law Society intervening）［2011］

EWCA Civ 25 ;［2011］1 WLR 2111（CA）. Neuberger記録長官（当時）による同判

決は，maintenance/champerty法理に関する以後の判決でも，しばしば引用される

判決となっている。E.g., Simpson v Norfolk & Norwich University Hospital NHS Trust

［2011］EWCA Civ 1149 ;［2012］QB 640（CA）at para 21（per Moore-Bick LJ）;

Davey v Money［2019］EWHC 997（Ch）at para 76（per Snowden J）.
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も，立法などによる改革が続いている１１３。しかし本稿の目的は，裁判官が

弁護士費用の成功報酬制度の文脈において，maintenance/champerty法理

に対する正当化事由としてどのような要素を考えているのかを分析するも

のである。そのため，弁護士費用の成功報酬制度に大きな変革をもたらし

たとされる１９９０年の法改正と，それに関する同判決を中心に分析を行う。

１．弁護士費用の敗訴者負担原則（イングリッシュ・ルール）

弁護士費用の成功報酬制度を見る前に，イングランドの訴訟費用の負担

原則について確認しておく必要があるだろう。イングランドでは訴訟費用

の敗訴者負担原則が採られている１１４。弁護士費用の敗訴者負担原則がしば

しばイングリッシュ・ルールと呼ばれることからもわかるように，ここに

いう訴訟費用には弁護士費用も含まれる１１５。

こうした敗訴者負担原則は，原因（causation）という考えに基づくも

のと言われる。一方当事者が相手方に対し，訴訟費用の負担をもたらす

（cause）のであれば，正義の問題としてその当事者は，相手方にその被っ

た費用を補償しなければならないためと説明される１１６。

しかしながら，訴訟で敗訴した者が負うことになる相手方弁護士費用の

１１３ 弁護士報酬については，その後，敗訴した場合には支払いはないが勝訴した場

合には得られた賠償額の一定割合を支払うとする，いわゆる完全成功報酬制度（con-

tingency fee；イングランドでは damages-based agreements（DBA）とも呼ばれる）

が，一定の規制のもと，認められるようになっている。Sir Rupert Jackson, The Re-

form of Civil Litigation at 51―57（2016）. イングランドの弁護士報酬改革についての

邦語文献としてたとえば，我妻学『イギリスにおける民事司法の新たな展開』（東

京都立大学出版会２００３年）参照。

１１４ CPR 44.2（2）（a）；ニール・アンドリュース著（溜箭将之・山崎昇訳）『イギリス
民事手続法制』５．０２（法律文化社２０１２年）；我妻，前掲註１１３，２３０頁以下参照．

１１５ 溜箭将之『英米民事訴訟法』８頁（東京大学出版会２０１６年）。
１１６ Arkin v Borchard Lines Ltd（Nos 2 and 3）［2005］ EWCA Civ 655（CA）at para

23（per Lord Phillips MR）.
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負担責任は，厳格責任となっている１１７。敗訴者は敗訴すればその理由のみ

によって，相手方の訴訟費用を負担することになる。つまり，勝訴者は勝

訴という事実をもって相手方（敗訴者）に対し，自らにかかった弁護士費

用を含む訴訟費用の支払いを求めることができるのである。

ただし，この制度の下で敗訴者が負うのは，基本的には標準的訴訟費用

（standard basis）とされている１１８。つまり，現実に勝訴者が支出した額の

すべてを負担するわけではない１１９。あくまでも，合理的に支出され，かつ

当該訴訟の請求との均衡性のある額の支払いが命じられる１２０。

２．Champertyとしての成功報酬制度：成功報酬制度に対する旧来の

判例の態度

伝統的にイングランド法は，弁護士が依頼を受けた事案につき１２１，勝訴

した場合には報酬を受けとるが敗訴した場合にはそれを受けとらないとす

る，いわゆる「成功報酬（contingency fee）」を認めてはこなかった１２２。

報酬が訴訟の勝敗に紐付けられて支払われる場合，それは champertyに

あたると考えられてきたためである１２３。

１１７ アンドリュース著，前掲註１１４，５．０２。

１１８ CPR 44.3（1）（a）；アンドリュース著，前掲註１１４，５．０２．

１１９ 溜箭，前掲註１１５，８頁。
１２０ こうした制限のため，たとえ勝訴した場合であっても，実際に支出した弁護士

費用と相手方から回収できる額との間にギャップが生じる可能性がある。つまり，

勝訴の場合に関しても，この部分についてはリスクとして対処しておく必要が出て

くる。

１２１ ここで弁護士という場合，主にソリシタを念頭に記述している。しかし，成功

報酬制度に関しては，基本的にはバリスタの場合も同じだとされる。Wallersteiner

v Moir（No 2）［1975］QB 373（CA）at 401―02（per Buckley LJ）; Sibthorpe v

Southwark London Borough Council（Law Society intervening）［2011］1 WLR 2111

at para 17.

１２２［1975］QB 373 at 393（per Lord Denning MR）.
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Maintenance/champertyにより弁護士費用の成功報酬制度が禁止される

理由として指摘されてきたのが，弁護士の役割である。専門家としての名

誉と誠実さを維持するために，弁護士は訴訟の結果によって利益を得る立

場に自らを置いてはならないと考えられてきたのである１２４。

ここでいう弁護士の役割として，イングランドでは２つの側面が指摘さ

れてきた１２５。１つ目は，依頼人に対する役割である。法律専門家としての

弁護士は，依頼人に対して澄んだ目で偏りのない助言をする必要があると

いうものである１２６。

そして２つ目は，裁判所に対する役割である。弁護士は「裁判所の職員

（officer of the court）」とも言われ，依頼人の利益に最大限配慮しつつも，

依頼を受けた事案が誠実な公正さと高潔さをもって裁判所に提示され遂行

されることを確保する義務を負っているというのである１２７。

訴訟の結果に対して個人的な金銭的利害を持つと，上記２つの弁護士の

役割と抵触する可能性があるとして，伝統的に成功報酬制度は禁止されて

きたのである１２８。

３．立法による改革

こうした伝統的な態度にもかかわらず，イングランドでは弁護士費用の

成功報酬制度に関し，１９９０年代に「大転換（radical shift）」が起きた１２９。

１２３［1975］QB 373 at 393 ; see also Michael Zander, Will the Revolution in the

Funding of Civil Litigation in England Eventually Lead Contingency Fees? , 52 DePaul

L. Rev. 259 at 262（2002）（ソリシタの規則では，訴訟の結果に左右されるいかなる

報酬合意も禁止されていたとする）．

１２４ Pittman v Prudential Deposit Bank Ltd（1896）13 TLR. 110 at 111（per Lord

Esher MR）.

１２５［1975］QB 373 at 402（per Buckley LJ）.

１２６［1975］QB 373 at 402（per Buckley LJ）.

１２７［1975］QB 373 at 402（per Buckley LJ）.
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それが立法による改革である。

（�）「条件付き成功報酬制度」の導入

議会はこれまでの政策を転換し，１９９０年に立法を行って（Courts and Le-

gal Services Act 1990：以下９０年法という），「条件付き成功報酬合意（con-

ditional fee agreement：CFA）」を許容した。これは，敗訴した場合には

いかなる報酬も得ない代わりに，勝訴した場合には通常の報酬に加え，成

功加算金を得ることができるとするものである１３０。９０年法はその５８節にお

いて，一定の分野の事案につき，一定の要件の下で，こうした「条件付き

成功報酬制度」を認めたのである１３１。

けれども，９０年法の下で問題となったのが，同法に定められた要件に

従っていない「条件付き成功報酬合意」の取り扱いであった。９０年法は，

それについて明示的な規定を置いていなかった１３２。そこで１９９９年の Access

to Justice Act 1999（以下，９９年法という）は，９０年法の当該部分を改正

し，法定の要件に従っていない「条件付き成功報酬合意」は執行不能であ

ることを明示的に規定したのであった。

１２８ 先に見たように，maintenance/champertyは司法の完全性を保護するための法

理だとされるが，そこでいう「司法」はあくまでもイ
�

ン
�

グ
�

ラ
�

ン
�

ド
�

の
�

司法制度だとさ

れる。そのため，たとえ champertyに該当するような合意がイングランドで結ば

れたとしても，アメリカなど成功報酬制度が認められる法域での訴訟に関係するも

のであれば，それは問題がないとされた。Giles v Thompson［1993］3 All ER 321

（CA）at 332（per Steyn LJ）; Papera Traders Co Ltd v Hyundai Merchant Marine Co

Ltd［2002］EWHC 2130（Comm）;［2002］2 All ER（Comm）1083 at para 43（per

Cresswell J）.

１２９ R（Factortame Ltd）v Secretary of State for Transport, Local Government and the

Regions（No 8）［2002］EWCA Civ 932 at para 62.

１３０ See Jackson, supra note 113, at 41.

１３１ Awwad v Geraghty & Co［2001］QB 570 ;［2000］1 All ER 608 at 612―613（per

Schiemann LJ）; Jackson, supra note 113, at 41.

１３２［2002］EWCA Civ 932 at para 50―51.
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４．立法に対する裁判所の反応

それまではmaintenance/champertyに該当するとして弁護士費用の成

功報酬制度を否定してきたイングランドであったが，立法によって転換が

図られ，訴訟の結果に紐付けられた報酬が認められるようになった１３３。判

例は，「条件付き成功報酬制度」を導入した立法につき，それが「正義へ

のアクセス」という考慮によるものだという認識を示している：

「条件付き成功報酬が現在認められているのは，公共政策のもう１つの側面に効

果を与えるためである。それは正義へのアクセスの望ましさである。条件付き成

功報酬は，弁論または訴訟サービスのために拠出する資金を有していない者が，

それにもかかわらず，根拠を有すると思われる請求に関し，こうした訴訟サービ

ス等を得ることを可能にするために設計されている１３４。」

また，訴訟で証拠となり得る資料を作成する会計士が，それを成功報酬

ベースで依頼されていた点が問題となった Factortame事件で，控訴院の

Phillips記録長官は，弁護士の成功報酬の場合とは異なり，Giles判決が示

した「司法の完全性が害されるか」という一般法理を使った審査アプロー

チを採り，結論としてその champerty該当性を否定した１３５。同判決におい

てもやはり，「正義へのアクセス」という考慮要素がそうした判断の根拠

として指摘された１３６。

１３３ Wallersteiner判決で Buckley裁判官は，弁護士費用の成功報酬制度がアメリカ

でしばしば用いられていることを指摘する中で，同国では公的な費用による法律扶

助制度がなく，費用の高い訴訟で敗訴するリスクを犯すことのできない貧しい訴訟

当事者に正義のドアを開く（opens the doors of justice）仕組みとして，成功報酬

制度の利用が正当化されていると分析している。Wallersteiner v Moir（No 2）

［1975］QB 373 at 401.

１３４ Papera Traders Co Ltd v Hyundai Merchant Marine Co Ltd［2002］EWHC 2130

（Comm）;［2002］2 All ER（Comm）1083 at para 43（per Cresswell J）.

１３５ R（Factortame Ltd）v Secretary of State for Transport, Local Government and the

Regions（No 8）［2002］EWCA Civ 932 at paras 76 & 91.

１３６［2002］EWCA Civ 932 at paras 79―91.
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しかしながら，弁護士に関する成功報酬制度については，裁判所はそれ

を立法以上に拡大することには否定的な態度を示してきた１３７。議会が政策

の問題として弁護士費用の成功報酬制度につき検討しているときに，裁判

所が独自に判例法を展開することは躊躇われるというのがその理由であっ

た１３８。

５．ソリシタによる費用補償条項の有効性

こうした状況の中で問題となったのが，「条件付き成功報酬合意」とと

もに合意された「費用補償条項（indemnity clause）」と呼ばれる規定の有

効性であった。これが問題となった Sibthorpe判決で控訴院の Neuberger

記録長官は，いわば強引ともいえるような理由付けを展開し，この規定を

有効とした１３９。こうした判断の背景にも，「正義へのアクセス」という考

慮要素が強く働いていた。

（�）本件事案と争点

本件はもともと，被告である賃貸人が約款による義務を怠り賃貸物件の

適切な修繕を行わなかったとして，原告が被告に対し，損害賠償や修繕の

履行を請求した事案であった１４０。両者は和解に至り，被告側は１万ポンド

の賠償と修繕義務の履行，そして両者で合意に至らない場合には詳細な算

１３７ Awwad v Geraghty & Co［2001］QB 570 ;［2000］1 All ER 608 at 634―35（per

May LJ）.

１３８［2000］1 All ER 608 at 628（per Schiemann LJ）.

１３９ Sibthorpe v Southwark London Borough Council（Law Society intervening）［2011］

EWCA Civ 25 ;［2011］1 WLR 2111（CA）.

１４０ この判決は，Sibthorpe v Southwark London Borough Council とMorris v South-

wark London Borough Council という２つの事件が併合されて出された判決である。

両事件とも同様の請求に関して，同じ代理人・ソリシタらであったため，違いはな

いとされている。なお，この判決ではMorris事件の概要が述べられている。

［2011］1 WLR 2111 at para 2.
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定に基づき決定される原告の訴訟費用の支払いを認めた１４１。

しかしその後問題が発生する。それは原告の訴訟費用の支払いに関して

である。原告と本件を代理したソリシタの間で交わされていた報酬合意は，

「条件付き成功報酬合意」であった１４２。ソリシタの費用につき，原告が勝

訴した場合には，原告は費用として被告から回収した額以上にソリシタに

費用を支払う必要はないとされ，さらに被告から費用の回収ができた場合

には，ソリシタは１０％の成功報酬（success fee）を得ると合意されていた。

そして原告が敗訴した場合については，依頼人はソリシタの費用を支払う

必要がないとされた上で，その場合に課される相手方の訴訟費用の支払い

については，次のように合意されていた：

「もしあなたが負ければ，あなたは相手方の費用を支払うことになる。そのリス

クに備えて保険を購入することができる。もしもこうしたリスクに備える保険を

得ることができないのであれば，あなたが敗訴した場合に事件の終わりにおいて，

相手方への支払いにつき我々はあなたに補償をする。これは，そうした費用につ

いて，我々が支払うことを意味する１４３。」

この条項は，依頼人である原告が敗訴した場合に課される相手方（被

告）の訴訟費用の支払い義務につき，ソリシタが補償する旨を規定するも

ので，「費用補償条項」と呼ばれる１４４。

本件で，被告が原告に支払うべき訴訟費用の算定を委ねられた Hoffman

代理補助裁判官（Deputy Master）は，費用補償条項の存在を理由に，当

該報酬合意は champertyに該当するとして，ソリシタは依頼人からの支

払いを受けられず，したがって相手方から費用を得ることもできないと判

断した１４５。ソリシタが訴訟の結果から利益を得るような報酬合意は，制定

１４１［2011］1 WLR 2111 at para 6.

１４２［2011］1 WLR 2111 at para 4.

１４３［2011］1 WLR 2111 at para 5.

１４４［2011］1 WLR 2111 at para 5.
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法によって許容されていない限りは認められない。しかしながら，依頼人

に課される相手方訴訟費用の支払い責任をソリシタが肩替わりすることを

認める制定法は存在していない。そのため，本件「条件付き成功報酬合

意」に含まれる費用補償条項は無効であり，当該報酬合意は全体として無

効になるというのがその理由であった１４６。

控訴院判決は，当該合意の成功報酬部分については，それが９９年法に定

められた条件を満たすものであったことは認めている１４７。問題は，制定法

が明示的には認めていない費用補償条項部分の有効性であった１４８。先に述

べたように，９９年法は９０年法を改正して，同法に規定する条件を満たさな

い「条件付き成功報酬合意」は執行不能であることを明示した。一方で，

こうしたソリシタによる敗訴時の訴訟費用の肩替わりについては，９９年法

においても明示的に許容されてはいなかった。そのため，こうした費用補

償条項の champerty該当性が問題となったのである。

（�）「正義へのアクセス」という考慮：Neuberger記録長官の判断

（ａ）弁護士費用の成功報酬制度における審査アプローチ

控訴院判決で Neuberger記録長官はまず１４９，弁護士の成功報酬制度に

対する審査基準について論じ，先に述べた Factortame判決で採られたよ

うな「司法の完全性を害するかどうか」という一般法理に基づいた個別事

案ごとの審査アプローチを否定した１５０。そういった審査基準が採られるの

１４５［2011］1 WLR 2111 at para 7.

１４６［2011］1 WLR 2111 at para 8.

１４７［2011］1 WLR 2111 at para 34.

１４８［2011］1 WLR 2111 at para 34. 先に述べたように，９９年法は９０年法を改正して，

同法に規定する条件を満たさない「条件付き成功報酬合意」は執行不能であること

を明示していた。

１４９ Lloyd裁判官と Gross裁判官も，特に本件費用補償条項の champerty非該当性

に関する部分の理由付けについて，Neuberger記録長官の意見に賛同している。
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は，弁護士以外の者の場合であって１５１，弁護士の場合には特別類型として

伝統的に厳格なルールが適用されてきたのであり，引き続きそうであると

して１５２，旧来の判例の立場を維持した１５３。

その理由として記録長官は，�弁護士の役割，�立法の存在，�法の明

確性の要請１５４，という３つの点を挙げている。適切な資金調達方法によっ

て法的専門家を得ることの必要性は大きいけれども，成功報酬制度に関し

ては賛否両論あり，それが必要かどうかを考えるのは議会の役割であって，

裁判所が自らの公序良俗観を展開すべきではないとしたのである１５５。

（ｂ）費用補償条項の取り扱い：成功報酬条項と費用補償条項の分離

けれども Neuberger記録長官は，費用補償条項については異なる態度

を示した。当該報酬合意に含まれる費用補償条項と成功報酬条項とを切り

離した議論を展開し，費用補償条項にのみ焦点を当てることで，それが

champertyには該当せず執行可能であるとしたのである１５６。

記録長官は，これまで champertyとされてきた事案はすべて，支援し

た当事者が勝訴した場合に何かを「獲得（gain）」する場合であったと指

１５０［2011］1 WLR 2111 at para 36.

１５１ ここでは，訴訟を遂行する者または弁論サービス（advocacy services）を提供

する者としており，ソリシタだけでなくバリスタも念頭に置かれている。［2011］1

WLR 2111 at paras 36 & 37.

１５２［2011］1 WLR 2111 at para 37.

１５３［2011］1 WLR 2111 at para 40.

１５４ �の「法の明確性の要請」は，司法の完全性を害するかどうかという一般法理
に基づいて個別事案ごとに合意の審査をすることとの対比で論じられている。

［2011］1 WLR 2111 at para 41.

１５５［2011］1 WLR 2111 at para 41.

１５６ さらに，費用補償条項が champertyとされる場合であってもなお，「条件付き

成功報酬条項」が有効になり得るかという，さらにこの２つを切り離した議論の可

能性が同判決において指摘されている。この点については，同判決は問題を提起す

るのみで，判断を避けた。［2011］1 WLR 2111 at para 57.
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摘する１５７。しかし，当該費用報酬条項は単独で見た場合，ソリシタは依頼

人が敗訴した時に「損失（loss）」を負うだけであって，勝訴時に何かを

「獲得」するわけではない１５８。Champertyの定義は，「訴訟の戦利品の分け

前のために」訴訟を援助することとされてきた。つまり，利益を「獲得」

するのではない当該費用補償条項を champertyに該当すると判断すれば，

それは champertyの概念を拡張することに他ならないというのである１５９。

そして，こうした champerty概念の拡大は，その範囲を限定しようと

する現在の判例の流れに逆行することになると主張した１６０。議会が介入し

ている分野につき立法を尊重すべきということは，立法が規定していない

部分で champertyを縮減すべきではないことにもなるが，それと同時に

それを拡大するべきでないことにもなる１６１。そのため，本件費用補償条項

の champerty該当性は否定されるべきとしたのであった。

（ｃ）「正義へのアクセス」という政策的考慮

こうした費用補償条項と成功報酬条項を分離した議論は，今回の報酬合

意を全体として見た場合，経済的には不合理な捉え方である。なぜなら，

依頼人が敗訴した時に課される相手方訴訟費用を肩替わりする当該費用補

償条項は，依頼人勝訴時の成功報酬とセットになってはじめて（経済的

に）可能になるものだからである１６２。弁護士はこうした報酬合意を多くの

依頼人と交わすによってはじめて，リスクを分散させることができるよう

になる１６３。

１５７［2011］1 WLR 2111 at para 42.

１５８［2011］1 WLR 2111 at para 43.

１５９［2011］1 WLR 2111 at para 44.

１６０［2011］1 WLR 2111 at para 44.

１６１［2011］1 WLR 2111 at para 47.

１６２［2011］1 WLR 2111 at para 50.

１６３ See Zander, supra note 123, at 265.
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Neuberger記録長官も，費用補償条項の背後にあるこうした経済的なロ

ジックは十分に理解していた１６４。しかしその上であえて，当該報酬合意に

含まれる成功報酬条項と費用補償条項とを分離した議論を展開したので

あった１６５。

そのような解釈を採った背景には，法律扶助が減少する中で「正義への

アクセス」の確保を図る必要があるとの政策的な考慮があった。Neuberger

記録長官はまず，費用補償条項付きの「条件付き成功報酬合意」の有効性

判断において，訴訟費用保険の利用可能性を検討している１６６。少額事件に

おいては，事後的訴訟費用保険（after-the-event（ATE）insurance）が存在

していなかったり１６７，たとえ存在していてもそれは極めて高額である。本

件のような住宅の修繕に関する事件でも，こうした事後的訴訟費用保険市

場は未発達であり，保険料が高額となる。そのため，「実際上，本件でソ

リシタが提供したような費用補償を誰かが行わない限り，正当な請求権を

有しているけれどもお金がない賃借人は，賃貸人に対する訴訟を提起しよ

１６４ Neuberger記録長官は「経済的ロジックからは，当該費用補償を champerty的

と非難すべきとする議論にはそれなりの説得力がある」と指摘している。［2011］1

WLR 2111 at para 51.

１６５（前註の経済的ロジックに関する議論に引き続いて）Neuberger記録長官は「し

かしながら，champertyを禁止するルールは，その範囲・限界において，完全に論

理的というものではなく，判例によれば champertyは縮減されるべきであり拡大

されるべきではないことが強く示唆されている。そして，champertyが公序良俗に

基づくものであるならば，当該費用条項のような枠組みが，少なくとも本件のよう

な訴訟との関係において，公共の利益に反していたり正義を害したりすると考える

ことは難しい」と述べている。［2011］1 WLR 2111 at para 51.

１６６［2011］1 WLR 2111 at para 48.

１６７ 事後的訴訟費用保険とは，訴訟を提起して敗訴した場合の相手方当事者に対す

る訴訟費用の支払いに備える保険である。場合によっては，相手方当事者から回収

することができない場合の，自らにかかる訴訟費用（弁護士費用を含む）もカバー

することがある。See Jackson, supra note 74, at 156. 訴訟の原因となっている出来

事がすでに発生した後に保険に加入することから，「事後的（after-the-event）」保

険と呼ばれている。See Jackson, supra note 113 at 42.
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うとはしないだろう」と指摘した１６８。

そして Neuberger記録長官は，次のように述べて，当該費用補償条項

の champerty該当性を否定したのであった：

「正義へのアクセスは，現代の文明社会において不可欠の要素であるが，大多数

の人々にとっては達成が難しいものである。特に，法律扶助が減少しており，尚

更そう言える。これにともなって立法政策は，以前は厳しかった法律専門家の倫

理的な制約を緩和して，より柔軟な各種の資金調達方法を認めてきた（これにつ

いては，ある者は賞賛しているが，消費者保護主義に傾きすぎており，費用の高

い規制がかけられていると考えている者もある）。こうした状況の中で，ソリシ

タが依頼人に対する費用負担命令のリスクを引き受けることが，公序良俗（もち

ろん，それは champerty法理の根底にあるものである）に反すると言うことは
難しい。訴訟を遂行する者との契約に関し，裁判所が champertyの範囲を縮減
すべきではないということは１つの考えである。しかし，そうした契約に関して

champertyを拡大すべきだということは，また別な話である１６９。」

このように裁判所は，弁護士費用の成功報酬制度について，議会が関与

するようになっている中で独自に判例法を展開することは差し控える一方

で，立法の範囲外の部分では，maintenance/champertyの適用範囲を限定

するような判断を下したのである。そこで判例が考慮していたのは「正義

へのアクセス」という要素であった。

Ｂ．「訴訟する権利」の譲渡（assignment of “a bare right to litigate”）

弁護士費用の成功報酬制度に続き本節では，訴訟する権利の譲渡（assign-

ment of a right to litigate/cause of action）についてみる。本稿の冒頭で紹

介した日本の判例も，訴訟係属中に当事者適格が争われたために債権譲渡

が行われたものであり，いわば「訴訟する権利」の譲渡が行われたと捉え

ることができるだろう。

１６８［2011］1 WLR 2111 at para 48.

１６９［2011］1 WLR 2111 at para 49（なおこの訳については，アンドリュース著，前

掲註１１４，５．１７を参考に，一部変更を加えている）．
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「訴訟する権利」の譲渡の中でも「むき出しの訴訟する権利（a bare right

to litigate）」の譲渡は，イングランドでは弁護士費用の成功報酬制度とと

もに，maintenance/champerty法理が現在にも影響を残す分野となってい

る１７０。特に不法行為訴訟に関しては，「結晶化された政策」にもなってい

ると評され，maintenance/champerty法理による制約が現在でも生き続け

ている１７１。しかしながら，この文脈においても，「正義へのアクセス」と

いう要素が正当化事由として考慮されるようになっているのである。

１．債権譲渡に対する伝統的な態度

イングランドではもともと，「訴訟によって実現可能財産（chose in ac-

tion）１７２」の譲渡（assignment）は認められていなかった１７３。先に見たよう

に，maintenance/champerty法理の起源は，中世において，根拠の怪しい

請求を有力者に譲渡して，その有力者が自らの力を利用して裁判を通じ利

益を得ることであった１７４。そのため，本来の債権者／譲渡人（obligee/as-

signor）よりも強力な譲受人（assignee）によって債務者（obligor）が抑

１７０ Giles v Thompson［1994］1 AC 142（HL）at 153（per Lord Mustill）.

１７１ Giles v Thompson［1993］3 All ER 321（CA）at 332（per Steyn LJ）.

１７２ “Chose in action” は，直ちに占有に還元することができない財産上の利益とさ

れ，次第に金銭債務（debt）や金銭を求める法的請求権，契約上の権利を含むよう

になったものである。Sprint Communications Co. v APCC Services, Inc ., 554 U.S. 269

at 275（2008）. “Chose in action” はもともと，本来的に人的な（personal）権利を

実現するための訴訟を提起する権利とされていた。そのため，コモン・ロー上は本

質的に移転不可能とされていたという。See Marcus Smith & Nico Leslie, The Law

of Assignment at para 10.06（2nd ed. 2013）; W. S. Holdsworth, The History of the

Treatment of Choses in Action by the Common Law, 33 Harv. L. Rev. 997 at 1007―

1008（1920）.

１７３ See Smith & Leslie, supra note 172, at para 10.04 & para 23.10 ; Trendtex Trad-

ing Corp v Credit Suisse［1980］QB 629（CA）at 654（per Lord Denning MR）; 554

U.S. at 275.

１７４ See supra note 37―43.
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圧されてしまう恐れから，伝統的に譲渡はmaintenanceにあたるとして否

定的に捉えられてきたのである１７５。

また，訴訟を増長するとの理由からも，こうした権利の譲渡は認められ

なかった１７６。Edward Cokeの判例集にある Lampet’s Caseは，次のように

述べている：

「我が法の賢人・創設者の英知及び政策は，可能権・権利・権原・債権（possibil-
ity, right, title, nor thing in action）も，他者に与えられたり譲渡されたりしえな
いと規定するものであった。なぜなら，諍い（contention）や訴訟（suits）を増
大させ，人々を大いに抑圧し，主に現実の占有者そして適切で平等な正義（jus-
tice）の執行を破壊する機会となるからであった１７７。」

しかしながら，次第に商業的なニーズから「訴訟によって実現可能財

産」の譲渡も一部認められるようになっていく１７８。１８世紀のはじめ頃まで

には，裁判所は「訴訟によって実現可能財産」におけるエクイティ上の利

益の譲渡を認めるようになった１７９。限定的ではあったが，エクイティ裁判

所は（コモン・ロー上の権原は有さないが）エクイティ上の権原を有する

譲受人による訴訟を認め，コモン・ロー裁判所も（コモン・ロー上の権原

は有さないが）エクイティ上の権原を有する譲受人または（コモン・ロー

上の権原を有するが，エクイティ上の権原は有さない）譲渡人のどちらか

による訴訟を認めるようになった１８０。

２．具体例としての金銭債務（debt）

たとえば「訴訟による実現可能財産」である金銭債務についても，コモ

１７５ See Smith & Leslie, supra note 172, at para 10.07 ; 554 U.S. at 275―276.

１７６ 2 William Blackstone, Commentaries on the Laws of England at 442（1766）.

１７７（1612）10 Co. Rep. 46b at 48a ; 77 ER 994 at 997.

１７８ See Holdsworth, supra note 172, at 1021―1022 ; 554 U.S. at 276.

１７９ 554 U.S. at 276.
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ン・ロー裁判所は元来，それを人的義務と捉え，その譲渡は債務者に対す

るコモン・ロー上の訴訟を提起する権利の譲渡であるとして，maintenance

の問題から認めてはこなかった１８１。

一方で，エクイティ裁判所は異なる見方をし，金銭債務を一種の「財

産」として取り扱った。当該「財産」に対して実質的な支配を及ぼすため

にはコモン・ロー上の訴訟が必要になるけれども，それは当該「財産」の

譲渡に「付随」する事柄にすぎないと捉えるようになる。それにより，次

第にエクイティでは，「財産」に対する権利に付随する形で「訴訟する権

利」が譲渡された場合には，金銭債務のような「訴訟によって実現可能財

産」の譲渡も認められるようになったのであった１８２。

こうしたコモン・ロー裁判所とエクイティ裁判所における異なる対応は，

立法によって解消していく。１８７３年の Supreme Court of Judicature Act，

そしてそれを同質の規定によって置き換えた１９２５年の The Law of Prop-

erty Actは，いかなる金銭債務およびその他の「訴訟によって実現可能財

産」についても，譲渡可能と規定した１８３。これは，一定の要件の下，コモ

１８０ より具体的には，エクイティ裁判所は単に，訴訟によって実現可能財産に受益

権を有する譲受人に，自らの名において訴訟することを認めた。しかしながらエク

イティ裁判所は，いかなる判決に至ろうと譲渡人にその拘束力を及ぼすためには，

譲渡人を当事者として訴訟に引き込むことを譲受人に要求したのであった。一方で

コモン・ロー裁判所は，エクイティ上の利益を有する譲受人が訴訟を提起するのを

認めはしたが，譲受人に対し，コモン・ロー上の権原を有する者（つまりは譲渡

人）から委任状（power of attorney）を得ることを要求しただけでなく，譲渡人の

名前で訴訟を提起することも要求した。それと同時にコモン・ロー裁判所は，譲渡

人が受益権を移転していた場合であっても，譲渡人が訴訟を提起することを認めた

のであった。コモン・ロー裁判所がそうした状況でも譲渡人に訴訟を認めたのは，

まさに譲渡人がコモン・ロー上の権限を保持していたからであったとされる。554

U.S. at 276―277.

１８１ Fitzroy v Cave［1905］2 KB 364（CA）at 372（per Cozens-Hardy LJ）.

１８２ Ellis v Torrington［1920］1 KB 399（CA）at 411（per Scrutton LJ）; Trendtex

Trading Corp v Credit Suisse［1980］QB 629（CA）at 654（per Lord Denning MR）.
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ン・ロー上も譲渡を認めるよう求めるもので，譲渡された金銭債務につい

ても譲受人が訴訟を提起し法的救済を得られることになったのであった１８４。

そして，たとえ譲受人が訴訟で回収した債務の一部又は全部につき譲渡人

に引き渡すとしても，そのような譲渡もmaintenance/champertyにはあ

たらないとされるようになった１８５。

３．契約違反に関する「むき出しの訴訟する権利」の譲渡：Trendtex

判決

上述のように，金銭債務などの「訴訟によって実現可能財産」は，訴訟

は当該「財産」を回復するために付随的に必要になるに過ぎないとして，

譲渡が可能とされるようになった。しかしながら，「むき出しの訴訟する

権利（a bare right to litigate）」の譲渡については１８６，コモン・ローとエク

イティとを問わず，maintenance/champertyの問題として認められるよう

にはならなかった１８７。「むき出しの訴訟する権利」というものが「訴訟に

１８３ Camdex International Ltd v Bank of Zambia［1996］3 All ER 431 at 437（per

Hobhouse LJ）.

１８４［1996］3 All ER 431 at 437.

１８５［1996］3 All ER 431 at 439.

１８６「むき出しの訴訟する権利」の譲渡であっても，破産の場面では異なるルールが

適用されてきた。Norglen Ltd v Reeds Rains Prudential Ltd［1999］2 AC 1（HL）at

11―12（per Lord Hoffmann）.１８６９年の Bankruptcy Actにより，訴訟を開始してい

た破産管財人は，当該訴訟の係争物（subject-matter）を譲渡することが認められ

た。Campbells Cash and Carry Pty Ltd v Fostif Pty Ltd［2006］HCA 41 at para 75

（Australia）（citing Seear v Lawson（1880）15 ChD 426）. 現在でも Insolvency Act

1987のもと，支払い不能の文脈では，「むき出しの訴訟する権利」の譲渡に関して

異なる扱いがなされていると言われる。Smith & Leslie, supra note 172, at paras

23.68 & 32.39―32.50.

１８７ Glegg v Bromley［1912］3 KB 474（CA）at 489―90（per Parker J）; Ellis v Tor-

rington［1920］1 KB 399（CA）at 411（per Scrutton LJ）; Brownton Ltd v Edward

Moore Inbucon Ltd, E D & F Man Ltd v Edward Moore Inbucon Ltd［1985］3 All ER

499（CA）at 507（per Lloyd LJ）.
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よって実現可能財産」から区別されていったのである１８８。では，「むき出

しの訴訟する権利」とは一体何を意味するのか。１９８５年の Brownton判決

の中で Lloyd裁判官は，次のように述べている：

「むき出しの訴訟する権利とは何を意味するのだろうか。元来それは，財産（prop-
erty）のいかなる移転とも切り離された，損害を請求する権利を意味していたに
すぎない１８９。」

つまり，「むき出しの訴訟する権利」とは，何らかの訴訟原因（cause of

action）が生じた後に，その訴訟原因を譲渡することといえるだろう。そ

の後の判例はこうした権利の譲渡として，�契約上の訴訟原因の譲渡，�

不法行為法上の訴訟原因の譲渡，そして�不当利得法上の訴訟原因の譲渡

などに関して取り上げてきた。

以下では，この３つの訴訟原因の譲渡について見る。契約違反や不法行

為を構成する事柄が起き，それに基づく損害賠償請求訴訟を提起する権利

が譲渡された場合，それは「むき出しの訴訟する権利」の譲渡と捉えられ，

長い間認められてはこなかった１９０。こうした状況に変更を加えたのが，

Trendtex判決である１９１。契約違反に関する訴訟原因の譲渡が問題となっ

１８８ Campbells Cash and Carry Pty Ltd v Fostif Pty Ltd［2006］HCA 41 at para 74

（Australia）（モノである財産の譲渡とむき出しの訴訟する権利の譲渡の区別が，

maintenance/champerty法理の適用にとって重要だと考えられるようになったと述

べている）；Trendtex Trading Corp v Credit Suisse［1980］QB 629（CA）at 663（per

Oliver LJ）（こうした歴史的な区別については，それは論理的ではなく，むしろこ

じつけに近いと疑問を投げかけている）．

１８９ Brownton Ltd v Edward Moore Inbucon Ltd, E D & F Man Ltd v Edward Moore

Inbucon Ltd［1985］3 All ER 499（CA）at 507（per Lloyd LJ）.

１９０ Trendtex Trading Corp v Credit Suisse［1980］QB 629（CA）at 654（per Lord

Denning MR）; Norglen Ltd v. Reeds Rans Prudential Ltd［1999］2 AC 1（HL）at 11

（per Lord Hoffmann）（「訴訟の成果の分割を見返りとした訴訟原因の譲渡に対し，

法は伝統的に冷淡であった」と述べている）．

１９１ Trendtex Trading Corp v Credit Suisse［1982］AC 679（HL）.
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た当該判決は，現在「むきだしの訴訟する権利」の譲渡に関するリーディ

ング・ケースとなっている１９２。

（�）事案１９３

本件原告は，スイス企業である Trendtex社ら（あわせて Trendtex社と

する）である。Trendtex社はナイジェリアに船輸送するために，セメン

トを英国企業に売却。購入代金等はナイジェリア中央銀行（CBN）発行

の信用状（letter of credit）で支払われることになっていたが，支払い不

能となった。Trendtex社は CBNに対し，イングランドにおいて１４００万ド

ルの損害賠償を求める訴訟を提起。第一審では CBNによる主権免除の主

張が認められた。控訴院は Trendtex社の上訴を認めたが，CBNは貴族院

から上訴の許可を得た。

本件被告であるスイスの銀行 Credit Suisseは，Trendtex社の大口債権

者であり，上記セメントの調達に関しても Trendtex社に融資を行ってい

た。Trendtex社が同銀行に対する債務の履行が難しくなったために，

Trendtex社が CBNに対する請求を実現しない限りは同銀行も債権の回収

が見込めない状況になっていた。そのため Credit Suisseは Trendtex社に

対し，CBNに対して提起している訴訟に必要な費用についても保証を

行っていた。

その後 Trendtex社は，Credit Suisseに対して１５０万ドルの債務があるこ

とを確認した上で，CBNに対する請求権を同銀行に譲渡することに合意

１９２ E.g., Simpson v Norfolk & Norwich University Hospital NHS Trust［2011］EWCA

Civ 1149 ;［2012］QB 640（CA）at paras 13―15（per Moore-Bick LJ）; Brownton

Ltd v Edward Moore Inbucon Ltd, E D & F Man Ltd v Edward Moore Inbucon Ltd

［1985］3 All ER 499（CA）; see also Smith & Leslie, supra note 172, at paras 23.18―

23.25.

１９３ 本件は大変複雑な事案である。複数の争点が争われたが，ここでは「訴訟する

権利」の譲渡に関係する部分を示すにとどめる。
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した。けれどもその後，Credit Suisseは１１０万ドルで当該請求権を匿名の

第三者に譲渡。結局，当該請求に関しては，その匿名の第三者と CBNの

間で，CBNが８００万ドルを支払うことで和解が成立した。

これに対して Trendtex社は，自らが有していた CBNに対する請求権

を Credit Suisseに譲渡するとした合意は，「むき出しの訴訟する権利」の

譲渡であり，maintenance/champertyに該当するため無効であると主張し

て，イングランドの裁判所に訴訟を提起した１９４。

（�）「訴訟する権利」の譲渡に関する現状：控訴院判決

控訴院判決で Denning記録長官は，議論の前提として，これまで「訴

訟によって実現可能財産」の譲渡は一般的に認められず「むき出しの訴訟

する権利」の譲渡も認められてこなかったと述べている。唯一の例外は，

財産の譲渡がなされ，それに付随して「訴訟を提起する権利」が譲渡され

た場合であり，その例外を除けば，契約違反や不法行為を根拠とする損害

賠償に関し，「訴訟を提起する権利」を譲渡することは違法であったとし

た。

その上で Denning記録長官は，「訴訟を提起する権利」の譲渡に関する

法理の現代化の必要性を指摘し，「訴訟によって実現可能財産」の譲渡全

般につき，譲受人が当該事柄に正当で真正な利害を有し，その人への譲渡

を正当化するような事情がある場合には，そのような権利の譲渡も有効で

あるとした１９５。

では，一体何が「正当で真正な利害」となるのか。Denning記録長官は，

１９４ Credit Suisseは，先の合意により，準拠法はスイス法であり，ジュネーブの裁

判所が専属管轄であるとして，イングランド裁判所での手続の停止を主張していた。

［1980］QB 629（CA）at 652（per Lord Denning MR）．以下では，同合意のイング

ランド法上の取り扱いについて，控訴院判決および貴族院判決が示した見解に焦点

を当てることにする。

１９５［1980］QB 629 at 655.

72 専修法学論集 第１３９号



�財産に付随する譲渡，�債権者（creditor）への譲渡，�保険者への譲

渡，�訴訟での成果（proceeds）の譲渡，�人に関する不法行為訴訟（per-

sonal torts）の譲渡，�契約違反に関する損害賠償の譲渡，�財産に対す

る不法行為訴訟の譲渡，	訴訟によって実現する権利（legal thing in ac-

tion）の譲渡という８つの場合について検討を行っている１９６。

Denning記録長官は，上記８つの場合のうち，これまでの判例を検討し

た上で，�人に関する不法行為（名誉毀損（libel or slander），暴行（as-

sault），人身損害（personal injury））については，譲受人が自らの利益の

ために少額の請求を買い上げそれを利用する危険があるとして，譲渡は認

められないとした１９７。

しかし，残りの場合については，現代においては譲渡も認められるとし

た。たとえば，�については，他者に対して契約違反に関する訴訟を行っ

ている者が破産した場合，先例では管財人は当該「訴訟によって実現可能

財産」を（債務額に限定されずに）債権者に売却することが認められてい

る。それならば，破産しなかったとしても，金銭的に苦境に立っている者

がそれを債権者に売却することも可能だと主張した１９８。債権者が債務者に

対して不当にその立場を利用したりせず，敗訴した場合の訴訟費用を支払

う限りにおいては，譲渡も可能であるとの見解を示したのであった１９９。

また，�保険者の場合，違法行為者によって被保険者が損害を負ったと

き，保険者は被保険者に補償して違法行為者に対する請求権を代位するこ

とも可能である。それならば，被保険者は保険者に対して「訴訟を提起す

る権利」自体を譲渡し，保険者は自らのために訴訟の果実を得ることも可

能であろうと指摘した２００。

１９６［1980］QB 629 at 655―657.

１９７［1980］QB 629 at 656.

１９８［1980］QB 629 at 655.

１９９［1980］QB 629 at 655.
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このような検討から，Denning記録長官は次のようにまとめている：

「『むき出しの訴訟する権利（bare right to litigate）』を譲渡することはできないと
いう古い言明は消え去っている。正しい主張は，訴訟を提起する個人的権利（per-
sonal right to litigate），つまりはその人自身に個人的な性格を有する権利を譲渡
することはできないというものである。しかし，個人的ではない訴訟を提起する

権利（impersonal right to litigate），つまりは所有権的権利（proprietary right）は，
それを合理的に正当化するような場合には，譲渡することが可能である２０１。」

そして，Denning記録長官はこの法理を前提に，本件譲渡を有効と判断

した２０２。

（�）Champertyによる本件譲渡の無効判断：貴族院判決

これに対し，貴族院判決で主にこの点に関して意見を述べたWilberforce

裁判官も Roskill裁判官も，本件の譲渡は結論として無効である旨を示唆

した。両裁判官ともに問題としたのは，Credit Suisseから匿名の第三者

に対する譲渡であった。

Wilberforce裁判官は，Trendtex社の CBNに対する請求権が Credit Su-

isseから匿名第三者に売却されたことについて，その第三者または Credit

Suisseのどちらかが当該請求権によって利益を得るためであったと指摘

し２０３，それはイングランド法上，公序良俗に反する「訴訟の違法取引（traf-

ficking in litigation）」であるとして，「champertyの匂い（savours of cham-

perty）」がするとした２０４。

また Roskill裁判官も，本件匿名第三者への譲渡は，匿名第三者が利益

２００［1980］QB 629 at 655―656.

２０１［1980］QB 629 at 657.

２０２［1980］QB 629 at 658.

２０３［1982］AC 679 at 694.

２０４［1982］AC 679 at 694.
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を得るためのものであり，それは CBNから得た戦利品（spoils）を，Credit

Suisseと匿名第三者の間で分割するものであるとの認識を示した２０５。こう

した戦利品の分割を見返りとして「むき出しの訴訟する権利」を売却する

ことは，champerty的（champertous）であるとして，その無効を示唆し

たのであった２０６。

（�）真正な商業的利益に基づいた「訴訟を提起する権利」の譲渡の許

容可能性

しかしながら，貴族院判決は必ずしも，契約違反を訴訟原因とする「む

き出しの訴訟する権利」の譲渡を全面的に否定したわけではなかった。む

しろ，控訴院も貴族院も，本件譲渡に Trendtex社と Credit Suisse以外の

者が関与していなければ，譲渡は有効であった点では一致していた２０７。

Wilberforce裁判官は，Credit Suisseは Trendtex社と CBNの訴訟の成

否に真正で実質的な利害を有していたので，もしも Trendtex社と Credit

Suisse以外の者が譲渡に関与していなければ，それはmaintenanceや

champertyに反するとは言えないと指摘している２０８。

また Roskill裁判官も，真正な商業的利益がある場合には，「訴訟を提起

する権利」の譲渡も可能である旨判示している。Roskill裁判官は，裁判

所が第三者による訴訟支援に対してより柔軟な態度を示してきた中で，「訴

訟によって実現可能財産」の譲渡は一般的に認められるようになってきた

との認識を示した２０９。譲受人が譲渡によって所有権（property right）を得，

訴訟原因がその権利に付随している場合には，「訴訟を提起する権利」の

２０５［1982］AC 679 at 704.

２０６［1982］AC 679 at 704.

２０７ Brownton Ltd v Edward Moore Inbucon Ltd, E D & F Man Ltd v Edward Moore

Inbucon Ltd［1985］3 All ER 499（CA）at 507.

２０８［1982］AC 679 at 694.

２０９［1982］AC 679 at 702―703.
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譲渡も認められてきた２１０。Roskill裁判官は，こうした流れの中で，もは

や譲受人は譲渡の有効性を主張するにあたり，必ずしも所有権の存在を示

す必要性がなくなっていると指摘し２１１，その例として，保険者が代位によ

り「訴訟を提起する権利」の譲渡を受けることが認められる点をあげた２１２。

けれども，Roskill裁判官は，控訴院判決の Denning記録長官による「『む

き出しの訴訟する権利』を譲渡することはできないという古い言明は消え

去っている」との指摘には反対の意を示している２１３。「むき出しの訴訟す

る権利」の譲渡が禁止されるという法は，原則としては維持されていると

いうのである２１４。

しかしながら，他者の請求権の執行に「真正な商業的利益（genuine com-

mercial interests）」を有する場合には，譲渡の条件に従って譲受人がその

権利を執行することも可能であるとした。本件で Credit Suisseは，セメ

ントの購入に関して Trendtex社に融資を行っており，その回収を図るた

めには，Trendtex社にとって重大な損失の原因となっている CBNの支払

い拒否に対する請求権の譲受けは否定しがたい２１５。そのため本件譲渡も匿

名第三者がいなければ問題はなかった旨示唆したのであった。

このような検討から Roskill裁判官は，「訴訟を提起する権利」の譲渡に

関する現在の法理を次のようにまとめている２１６：

契約を全体として見た上で，

�当該譲渡が，所有の権利・利益に関するものであり，訴訟原因がその権利・利
益に付随している場合，または，

２１０［1982］AC 679 at 703.

２１１［1982］AC 679 at 703.

２１２［1982］AC 679 at 703.

２１３［1982］AC 679 at 703.

２１４［1982］AC 679 at 703.

２１５［1982］AC 679 at 703.

２１６［1982］AC 679 at 703.
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�他者の請求権であっても，譲受人がその請求権の執行に関して真正な商業的利
益を有している場合には，

そうした譲渡もmaintenance/champertyには該当せず無効とはならない。

（�）その後の展開

このように，Trendtex判決では「むき出しの訴訟する権利」の譲渡に

ついて，全面的にそれが認められるとされたわけではなかった。しかしな

がら，譲受人に譲渡を受ける「真正な商業的利益」がある場合には，「む

き出しの訴訟する権利」の譲渡であっても認められうる可能性が示された

のである２１７。Trendtex判決が「訴訟の違法取引」としたのは，全く関係

のない第三者との間で利益を得るために，いわば「商品（commodity）」

のように訴訟原因を取引することであり２１８，関係性を有する者の間での「真

正な商業的利益」に基づく譲渡であれば「訴訟の違法取引」とはされない

というものであった２１９。

その後の判例でも，契約違反に関する訴訟原因単独での譲渡に関して

は２２０，その譲渡を正当化する要素が必要とされている２２１。けれども，譲受

２１７ Brownton Ltd v Edward Moore Inbucon Ltd, E D & F Man Ltd v Edward Moore

Inbucon Ltd［1985］3 All ER 499 at 507（per Sir John Megaw）;［1985］3 All ER

499 at 509（per Lloyd LJ）（「むき出しの訴訟する権利は，その譲渡は現在も禁じら

れているが，それは不法行為法上であれ契約上であれ，譲受人がその結果に真正な

商業的利害を有さない（no genuine commercial interest）訴訟原因（cause of ac-

tion）である」）．

２１８ JEB Recoveries LLP v Binstock［2015］EWHC 1063（Ch）at para 56 ; Ndole As-

sets Ltd v Designer M & E Services UK Ltd［2017］EWHC 1148（TCC）at para 60

（per Coulson J）.

２１９ ただし，以下で指摘するように，正当化事由としての「真正な商業的利害」は，

必ずしも Trendtex事件のように，譲受人と譲渡人の関係が事前の債権者と債務者

という関係性である場合に限定されない可能性が示されている。See infra note 263.

２２０ ただし，単に契約債権が譲渡され，それに伴ってその権利の侵害に対する訴訟

原因が譲渡される場合には，基本的に商業的利害が認められ有効とされるという。

See Smith & Leslie, supra note 172, at para 23.52.
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人が商業的利益以上の賠償を得られる場合のように，取引から利益を得る

ような場合であっても，それだけでは譲渡は無効にならないとされるよう

にもなっているという２２２。

４．不法行為訴訟を提起する権利の譲渡に対する制約と正当化事由：

Simpson判決

一方で，不法行為に関しては「訴訟を提起する権利」の譲渡について，

一貫して否定的に捉えられてきた。上述の Trendtex控訴院判決で Denning

記録長官も，特に人に関する不法行為について「訴訟を提起する権利」の

譲渡には唯一否定的な見解を述べていた２２３。また Giles控訴院判決で Steyn

裁判官も，それは「結晶化した政策」であると指摘していた２２４。

現在においても，判例はそれに対する否定的態度を示し続けている。け

れども，その文脈においてさえも，「正義へのアクセス」という正当化事

由は考慮される可能性が示されるようになっている。以下では，２０１２年の

控訴院判決である Simpson判決を取り上げる２２５。

２２１ See ibid . at para 23.53. ただし，被保険者による保険者に対する譲渡は，代位を

通じて被保険者の現存する権利を得るものであり，有効とされている。Trendtex

Trading Corp v Credit Suisse［1982］AC 679（HL）at 703（per Lord Roskill）.

２２２ 会社の債権者であり株主でもある譲受人の利益は，それだけで譲渡を受ける十

分な理由になる。会社の請求権を，当該会社の９８％を有する株主に対し，当該株主

６０％，会社４０％の割合で利益を分け合う条件で行った譲渡を，有効とした判例もあ

るという。Massai Aviation Services Ltd v Attorney General［2007］UKPC 12（PC）at

para 17（per Baroness Hale）（citing Brownton Ltd v Edward Moore Inbucon Ltd, E

D & F Man Ltd v Edward Moore Inbucon Ltd［1985］3 All ER 499（CA）; Norglen

Ltd v Reeds Rains Prudential Ltd（3 Feb. 1994, unreported）; Circuit Systems Ltd

and Basten v Zuken -Redac（UK）Ltd（16 Nov. 1994, unreported））.

２２３ Trendtex Trading Corp v Credit Suisse［1980］QB 629 at 656（v）.

２２４ Giles v Thompson［1993］3 All ER 321 at 332.

２２５ Simpson v Norfolk & Norwich University Hospital NHS Trust［2011］EWCA Civ

1149（CA）.
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（�）事例

原告である Simpson夫人の亡き夫は，被告病院に入院中にMRSAに感

染した。Simpson氏は別の要因で死亡したが，Simpson夫人は被告病院に

対し，MRSAの感染に関する損害賠償を求める不法行為訴訟を提起した。

この訴訟については，被告の責任が認められることなく，和解で終結して

いる２２６。

一方で，Catchpole氏は，故 Simpson氏と同じ病院に入院中にMRSA

に感染。Catchpole氏も，同病院に対し，５０００ポンドの人身損害に関する

不法行為訴訟を提起した２２７。しかし同氏は後に，当該病院に対する請求権

のすべてを，１ポンドを約因として Simpson夫人に譲渡，そして Simpson

夫人自らが原告となり，請求額を１万５千ポンドに増額する修正を行って

訴訟を継続した２２８。これに対し被告側が，当該譲渡は champertyに該当す

るとして，その有効性を争ったのが本件である。控訴院は結論として，本

件譲渡は無効との判断を下した２２９。

（�）目的に着目した「訴訟を提起する権利」の譲渡の否定

Simpson判決で意見を執筆したMoore-Bick裁判官は，Trendtex判決を

引き合いに，譲受人が自らの利益のために訴訟を遂行するのを正当化する

ような，当該訴訟に対する正当な利害が存在しない限り，「むき出しの訴

訟する権利」の譲渡は認められないとの前提を確認した２３０。その上で，

Trendtex判決だけでなくその後の判例からも，特に「人身損害に関する

不法行為のむき出しの訴訟する権利（a bare right of action in tort for per-

２２６［2011］EWCA Civ 1149 at para 3.

２２７［2011］EWCA Civ 1149 at para 2.

２２８［2011］EWCA Civ 1149 at para 4.

２２９［2011］EWCA Civ 1149 at para 28.

２３０［2011］EWCA Civ 1149 at para 13.
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sonal injury）」の譲渡は，違法であり無効とされてきたとした２３１。

こうした先例を前提として，本件の Catchpole氏から Simpson夫人への

請求権譲渡は，Simpson夫人が Catchpole氏の請求権に何らの正当な利害

も有していないため，無効であると判断したのである２３２。

譲渡の正当性を判断するにあたりMoore-Bick裁判官が注目したのが，

Simpson夫人が譲渡を受けた目的であった。同裁判官は当該譲渡の目的に

ついて，違法行為に対する救済を得ることではなかったと指摘する。もし

も Catchpole氏が損害賠償を得られるようにしたいのであれば，Catchpole

氏が当事者のままで訴訟を可能にするような方法を採ればよい。しかしな

がら，Simpson夫人がそのような手段を採らなかったのは，当該病院に対

するいわばキャンペーンのためであった２３３。「病院を適切な感染症対策を

採らなかった責任に向き合わせること」というのは，譲渡を正当化する理

由にはならないとしたのである２３４。

そして，訴訟過程への実際的な懸念からも，こうした譲渡は否定される

とした。救済を得ること以外の目的による譲渡を認めてしまうと，調停や

和解に応じるといった判断において，当該請求の実体とは関係のない考慮

が働いてしまい，訴訟過程が歪められてしまうためというのである２３５。

こうした理由から，自らの目的を追求するために他人が有する不法行為

請求権を購入するといったことが促進されかねないとして，控訴院は本件

譲渡を無効と判断したのであった２３６。

２３１［2011］EWCA Civ 1149 at para 24.

２３２［2011］EWCA Civ 1149 at para 23.

２３３［2011］EWCA Civ 1149 at para 24.

２３４［2011］EWCA Civ 1149 at para 22.

２３５［2011］EWCA Civ 1149 at para 24.

２３６［2011］EWCA Civ 1149 at para 24.
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（�）「正義へのアクセス」という要素の考慮可能性

しかしながら，Moore-Bick裁判官も同判決の中で，「正義へのアクセ

ス」が問題となっている場合には，異なる考慮を行う可能性を示唆してい

た。同裁判官は，Giles判決や Factortame判決，そして Sibthorpe判決な

ど，近年のmaintenance/champerty法理に関する判例の流れを指摘した

上で，本件はそうした判決で検討された問題が提起されているわけではな

いとした２３７。本件において，Catchpole氏が自ら訴訟することを望みさえ

すれば，Simpson夫人の方が Catchpole氏よりも容易に当該請求を行うこ

とができるとは言い難い。また，Catchpole氏に対する病院の処置につい

て，Simpson夫人が利害を有しているとも言えない２３８。そのため，本件で

は「正義へのアクセス」が考慮すべき要素とはなっていないと指摘した。

（�）Simpson判決のまとめ

このように Simpson判決は，Trendtex判決やその後の判例から，人身

損害に関する不法行為の「むき出しの訴訟する権利」の譲渡については否

定的な見解を示した。特に本件では，譲渡の目的が原告の病院に対する

キャンペーンであるとして，それは否定された２３９。

けれども同判決は，そういった譲渡が正当化される可能性を示唆してい

たようにも思われる。本件は「正義へのアクセス」が考慮されるべき事案

ではないとの指摘もあり，そうした譲渡についても「正義へのアクセス」

という考慮要素のもと，一定の場合には正当化される可能性を，少なくと

も否定してはいないように思われるのである。

２３７［2011］EWCA Civ 1149 at para 22.

２３８［2011］EWCA Civ 1149 at para 22.

２３９ 次に見る Casehub判決も，Simpson判決について，当該原告の病院に対する

キャンペーンという目的を，譲渡を否定した中核的な理由として捉えている。Case-

hub Ltd v Wolf Cola Ltd［2017］EWHC 1169（Ch）at para 30.
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５．不当利得返還請求訴訟を提起する権利の譲渡の許容：Casehub判決

Simpson判決で人身損害に関する不法行為訴訟を提起する権利の譲渡に

関しては否定的な見解が示された一方で，その後の判例では，不当利得返

還請求訴訟を提起する権利の譲渡について，それを認めるものが見られる。

不当利得訴訟の譲渡については，判例だけでなく学説においても，これま

であまり議論されてこなかったといわれる２４０。しかし，２０１７年に高等法院

が下した Casehub判決では，「正義へのアクセス」という観点から，その

譲渡を認める判断が下された２４１。

（�）事案

本件原告は，消費者団体訴訟オンラインというものを設立した会社であ

る。この会社は，第三者によって違法に請求された金銭の回収を目的とし

て，消費者と請求権購入合意（claim purchase agreement）を結び，一定

数が集まった段階で，自らの名において訴訟を提起するというビジネスを

行っていた２４２。

一方で，本件被告は，クラウド上の情報保存サービスを展開する会社で

あった２４３。提供するサービスに関して消費者から，システム障害によって

適切なサービスの提供がなされなかったことを理由とした契約解除の申し

出があったため，被告は約款に基づきキャンセル料（１９６ポンド）を請求

した２４４。

本件で原告は，３人の消費者からこうしたキャンセル料を巡る請求権の

譲渡を受けた。原告と消費者との間でなされた合意では，本件被告（「金

２４０ See Smith & Leslie, supra note 172, at 512 n.100.

２４１ Casehub Ltd v Wolf Cola Ltd［2017］EWHC 1169（Ch）;［2017］5 Costs LR 835.

２４２［2017］EWHC 1169 at para 1.

２４３［2017］EWHC 1169 at para 2.

２４４［2017］EWHC 1169 at para 3.
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銭債務者（debtor）」と表現）がその消費者に負う「金銭債務（debt）」及

びそれに関する全ての権利（right），権原（title），利害（interest），利得

（benefit）を本件原告に売却し譲渡するとされていた２４５。

当該原告への「金銭債務」の譲渡方法には，消費者に２つの選択肢が

あった。１つは，まず消費者が原告に対して当該「金銭債務」を１ペニー

と引き替えに譲渡し，原告が被告から賠償を得た場合には，消費者がその

一定割合（本件では４０％）を得るというものであった２４６。もう１つの選択

肢は，消費者は原告に対する当該「金銭債務」の譲渡と引き替えに，その

時点で一定額（本件では４０ポンド）を得るというものであった２４７。

原告は被告に対し，キャンセル料の根拠となった約款は違法であると主

張して，その返還を求める訴訟を提起。これに対して被告は，当該原告の

当事者適格に異議を申し立てた。消費者が原告に行った請求権の譲渡は，

maintenance/champertyにあたり無効であるというのが，その根拠であっ

た２４８。

（�）本件の争点

代理裁判官（deputy judge）として審理を行った Stuart Isaacs勅撰弁護

士は，当該請求権の譲渡は無効ではないとの判断を下した。その主な理由

は，当該譲渡を無効とすべきでない強い政策的な理由があるというもので

あった２４９。

Isaacs代理裁判官はまず，本件で譲渡された請求権の本質（つまりは，

キャンセル料を支払った消費者が当該被告に対して有しうる請求権の性

２４５［2017］EWHC 1169 at para 10.

２４６［2017］EWHC 1169 at para 11.

２４７［2017］EWHC 1169 at para 12.

２４８［2017］EWHC 1169 at para 13.

２４９［2017］EWHC 1169 at para 28.
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格）について検討する。それは本件譲渡に関する当事者間の合意では「金

銭債務」とされていたが，実際は不当利得返還請求（claim in restitution）

の対象となる確定額（liquidated sum）に関する権利であったと位置づけ

た２５０。

その上で，当該原告は当該確定額に対する権利を得たのであり，それを

回収するための不当利得返還請求（restitutionary claim）訴訟を提起する

権利の譲渡は，その権利に付随・従属するものであって，「むき出しの訴

訟原因（bare cause of action）」の譲渡ではないとした２５１。

こうした前提のもと，Isaacs代理裁判官は当該請求権購入合意を全体と

して捉えた場合に，それが「正当な理由のない，他者の紛争に対する不当

な干渉」にあたらないか検討を行った。当該譲渡が有効となるのは，問題

となっている事柄に原告が真正な利害を有し，原告への譲渡を合理的に正

当化するような事情がある場合であって，そうでなければ譲渡は無効にな

る２５２。しかし Isaacs代理裁判官は，本件譲渡を無効と結論づけるのに十分

な理由はないとした２５３。

（�）「正義へのアクセス」という考慮要素による譲渡の正当化

むしろ Isaacs代理裁判官は，本件譲渡を支持すべき強い政策的理由が

あるとして，その理由を列挙している２５４。それらは主に，本件譲渡を積極

２５０［2017］EWHC 1169 at para 25.

２５１［2017］EWHC 1169 at para 25. この点について，イングランドには先例がない

ことを認めているが，オーストラリア高等法院（連邦最高裁判所）の判例を引用し

ている。［2017］EWHC 1169 at para 26（citing Equuscorp Pty Ltd v Haxton［2012］

HCA 7 at［53］（per French CJ & Crennan & Kiefel JJ））．

２５２［2017］EWHC 1169 at para 27.

２５３［2017］EWHC 1169 at para 28.

２５４ Isaacs代理裁判官は，合計１１の点を列挙している。［2017］EWHC 1169 at para

28.
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的に評価すべき事由と，譲渡を無効とすべきとの主張に対する反論とに分

けられる。こうした事由に共通するのもまた，「正義へのアクセス」とい

う視点であった。

前者として Isaacs代理裁判官は，少額の消費者被害における「消費者

の正義へのアクセス（access for customers to justice）」をあげる２５５。消費

者個人の請求権があまりにも小さい場合，個人での訴訟は時間や費用の面

で実際上不可能である２５６。本件のような譲渡を認めることで被告が防御に

要する費用は各消費者が少額の請求を行うための費用よりも大きなものと

なるけれども，それは被告と消費者との間にある資源の不平等を埋め合わ

せる役割を果たすものである２５７。Isaacs代理裁判官はこのように，資源の

乏しい消費者の正義へのアクセスを向上させる手段として，当該譲渡に積

極的な評価を下した。

一方で Isaacs代理裁判官は，当該譲渡を無効とすべきとの主張に反論

している。「条件付き成功報酬制」など，消費者が個人として訴えること

を可能にする別の手段が存在するとの主張に対しては，だからといって当

該譲渡という手段が禁じられる理由にはならないと反論した２５８。そして，

maintenance/champerty法理の存在理由とされる，訴訟手続の濫用の可能

性があるとの主張に対しても，本件では訴額が確定しているため，訴額が

２５５［2017］EWHC 1169 at para 28（5）.

２５６［2017］EWHC 1169 at para 28（1）. なお，こうした理由付けは，アメリカにお

けるクラス・アクションの政策的な正当化根拠と類似している。Cf. Amchem Prod-

ucts, Inc. v Windsor , 521 U.S. 591 at 617（1997）（「〔クラス・アクションの〕まさに

その中心にある政策は，少額の損害は個人が自らの権利を追求するために単独での

訴訟を提起するインセンティヴにはならないという問題を克服することである。ク

ラス・アクションは比較的僅かな潜在的損害賠償を，誰かの（通常は弁護士の）労

働に見合うものへと合算することにより，この問題を解決する」）．

２５７［2017］EWHC 1169 at 28（4）.

２５８［2017］EWHC 1169 at 28（2）.
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つり上げられたりする心配もないとする２５９。回収が実現できないリスクも，

消費者から原告へと転嫁されており，本件で司法の純潔性も弱い訴訟当事

者の利益が害される恐れもないとした２６０。

さらに，非弁活動に関する被告の主張についても，Isaacs代理裁判官は

退けている。当該譲渡が法的サービスに関する規制法の脱法行為ではない

かという主張に対し，本件原告が行っているのは法的活動ではなく，当事

者という自らの権能で，譲渡された権利を執行しているだけだと反論し

た２６１。また，譲渡が濫訴を引き起こすのではないかという主張についても，

原告（譲受人）は根拠のない請求を譲受けようとはしないであろうし，根

拠のない請求は通常の訴訟手続で排斥されるとして退けている２６２。

こうした理由から Isaacs代理裁判官は，本件原告は自らに譲渡された

２５９［2017］EWHC 1169 at 28（6）.

２６０［2017］EWHC 1169 at 28（7）.

２６１［2017］EWHC 1169 at 28（8）.

２６２［2017］EWHC 1169 at 28（10）.

２６３「真正な商業的利害」の理解について，Trendtex判決と Casehub判決の間には

違いが見られる。前者では，Trendtex社から Credit Suisseへの請求権譲渡につい

ては，Credit Suisseが Trendtex社の債権者であったために，Trendtex社が有する

他者への請求権に Credit Suisseは商業的利害があったと捉えられていた。一方で

後者の判決は，当該譲渡を受けたことに
�

よ
�

っ
�

て
�

商業的利害が生じたものであった。

けれども Isaacs代理裁判官は，譲受人には真正な商業的利害があったとしている。

［2017］EWHC 1169 at para 28（11）. Cf. Campbells Cash and Carry Pty Ltd v Fostif

Pty Ltd［2006］HCA 41 at para 73（citing Percy H. Winfield, Assignment of Choses in

Action , 35 L.Q.R. 143, 149 & 152―54（1919））（紛争となっている財産に（当
�

該
�

譲
�

渡
�

そ
�

れ
�

自
�

体
�

に
�

よ
�

っ
�

て
�

得
�

ら
�

れ
�

た
�

利
�

害
�

と
�

は
�

独
�

立
�

し
�

た
�

）法
�

的
�

利
�

害
�

を有している場合にのみ譲

渡は合法であり，利
�

害
�

が
�

当
�

該
�

譲
�

渡
�

そ
�

れ
�

自
�

体
�

に
�

よ
�

っ
�

て
�

の
�

み
�

生
�

じ
�

た
�

場合には，そうした

譲渡は不適切だとされてきた，と指摘する）；Trendtex Trading Corp v Credit Suisse

［1980］QB 629（CA）at 668―69（per Oliver LJ）（maintenance/champertyを正当化

する事由に関し，訴訟を幇助する「以前より存在する（pre-existing）金銭的利

害」や「分け前を購入することによって得た利害以上の利害」が必要だと述べてお

り，譲渡以外の事由によって商業的利害が存在する必要性を前提とした記述をして

いる）．
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請求権につき正当で真正な商業的利害を有していたとして，その譲渡は

maintenance/champertyにはあたらず，有効であるとの判断を下したので

あった２６３。

（（２）につづく）
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